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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

売上高（百万円） 458,554 476,033 482,237 504,770 510,456

経常利益（百万円） 5,323 6,109 7,149 8,000 7,944

親会社株主に帰属する

当期純利益（百万円）
2,666 3,170 3,068 5,109 5,021

包括利益（百万円） 10,251 △1,626 6,096 7,662 6,523

純資産額（百万円） 129,853 127,675 133,153 140,123 145,884

総資産額（百万円） 269,175 267,551 276,770 286,736 289,982

１株当たり純資産額（円） 3,779.99 3,714.80 3,874.75 4,080.00 4,249.41

１株当たり当期純利益（円） 78.74 95.24 92.21 153.56 150.96

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 46.7 46.2 46.6 47.3 48.7

自己資本利益率（％） 2.19 2.54 2.43 3.86 3.62

株価収益率（倍） － － － － －

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
6,634 4,590 6,084 8,007 827

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△2,307 △2,867 △3,700 △8,802 △6,168

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△1,939 △629 △724 △805 △875

現金及び現金同等物の

期末残高（百万円）
42,216 43,309 44,968 43,388 37,171

従業員数（人） 2,194 2,138 2,095 2,034 2,014

（外、平均臨時雇用者数） (2,379) (2,340) (2,299) (2,299) (2,323)

（注） １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第14期連結会計年度の期首か

ら適用しており、第14期連結会計年度以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した

後の指標等となっております。

３．第15期連結会計年度より、従来、売上原価の控除項目としておりました手数料収入、及び、営業外収益に含

めて表示しておりました受取手数料を売上高へ表示することに変更しております。これに伴い、第14期の関

連する主要な経営指標等について遡及処理の内容を反映させた数値を記載しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

売上高（百万円） 1,718 1,574 1,824 2,033 2,448

経常利益（百万円） 626 603 831 1,062 1,274

当期純利益（百万円） 565 289 741 1,044 1,175

資本金（百万円） 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

発行済株式総数（株） 37,206,379 37,206,379 37,206,379 37,206,379 37,206,379

純資産額（百万円） 55,628 55,434 55,584 56,000 56,391

総資産額（百万円） 70,974 72,402 74,094 73,996 75,949

１株当たり純資産額（円） 1,671.22 1,665.64 1,670.39 1,683.18 1,695.38

１株当たり配当額（円） 15.00 18.00 20.00 22.00 22.00

(うち１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益（円） 16.69 8.70 22.27 31.39 35.32

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 78.4 76.6 75.0 75.7 74.2

自己資本利益率（％） 1.00 0.52 1.34 1.87 2.09

株価収益率（倍） － － － － －

配当性向（％） 89.86 206.77 89.80 70.07 62.27

従業員数（人） 48 73 64 68 68

（外、平均臨時雇用者数） (6) (13) (15) (21) (23)

（注） １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．第14期の１株当たりの配当額には、業績を勘案した特別配当３円を含んでおります。

３．第15期の１株当たりの配当額には、業績を勘案した特別配当５円を含んでおります。

４．第16期の１株当たりの配当額には、業績を勘案した特別配当４円を含んでおります。

５．第17期の１株当たりの配当額には、業績を勘案した特別配当２円を含んでおります。

６．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第14期の期首から適用してお

り、第14期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

７．当社株式は非上場でありますので、株主総利回り、比較指標、最高株価、最低株価、株価収益率について

は、該当事項はありません。
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２ 【沿革】
1879年７月 大石薬舗開業

1919年７月 吉村薬局開業

1919年７月 梁井一心堂開業

1923年２月 吉松一心堂開業

1930年１月 合名会社吉村益次商店に改組

1938年12月 梁井一心堂、合資会社梁井一心堂に改組

1940年11月 合名会社小倉薬局開業

1947年３月 合名会社小倉薬局、㈱小倉薬局に改組

1948年５月 ㈱吉村益次商店に改組

1948年７月 合資会社梁井一心堂、㈱梁井一心堂に改組

1949年９月 吉松一心堂、㈱吉松一心堂に改組

1953年２月 ㈱小倉薬局、小倉薬品㈱に商号変更

1956年５月 大分医療器㈱設立

1956年12月 吉村薬品㈱に商号変更

1958年８月 宮崎吉村薬品㈱設立

1964年４月 ㈱吉松一心堂、ヨシマツ薬品㈱に商号変更

1967年７月 ㈱ダイヤ設立

1971年11月 小倉薬品㈱、コーエー小倉薬品㈱に商号変更

1972年４月 ヨシムラ産業㈱設立

1972年７月 大分医療器㈱、ヨシムラ医療器㈱に商号変更

1973年４月 ㈱梁井一心堂、ヤナイ薬品㈱に商号変更

1974年３月 ㈱九州エムイーエス設立

1974年８月 ヨシムラ産業㈱、㈱サン・ダイコーに商号変更

1977年５月 コーヤクアビリティーズ㈱開業

1978年１月 コーエー小倉薬品㈱、コーヤク㈱に商号変更

1978年９月 ㈱西日本特殊臨床検査センター設立

1979年３月 ㈱九州エムイーエス、㈱バイオメディカル九州および㈱長崎医療器と合併し、㈱ユニファに商号変更

1980年４月 ヨシムラ医療器㈱、㈱サン・メックに商号変更

1981年７月 コーヤクアビリティーズ㈱、コーヤク・メディカル・アビリティーズ㈱に商号変更

1982年10月 キョーエイサービス㈱設立

1986年１月 コーヤク・メディカル・アビリティーズ㈱、コマック㈱に商号変更

1989年４月 吉村薬品㈱、宮崎吉村薬品㈱、ヤナイ薬品㈱およびヨシマツ薬品㈱の薬専事業部に関する営業を㈱ダイ

ヤに譲渡し、㈱創健に商号変更

1990年５月 キョーエイサービス㈱、キョーエイ・システム㈱に商号変更

1992年４月 吉村薬品㈱と宮崎吉村薬品㈱、ヤナイ薬品㈱およびヨシマツ薬品㈱が合併し、㈱ダイコーに商号変更

1992年５月 ㈱ダイコーおよびコマック㈱の臨床検査受託に関する営業を㈱西日本特殊臨床検査センターに譲渡し、

㈱リンテックに商号変更

1993年10月 ㈱ダイコー、山口薬品㈱と合併

1994年５月 コーヤク㈱、キョーエイ薬品㈱に商号変更

1998年４月 ㈱ダイコーとキョーエイ薬品㈱、コマック㈱および㈱サン・メックが合併し、㈱アステムに商号変更

1998年４月 キョーエイ薬品㈱ヘルスケア事業部および藤村薬品㈱薬専事業部に関する営業を㈱創健に譲渡し、㈱ア

ステムヘルスケアに商号変更

2005年４月 キョーエイ・システム㈱と㈱ダイコーサービスが合併し、㈱アステムサービスに商号変更

2005年12月 藤村薬品㈱の株式取得

2007年６月 藤村薬品㈱の株式を追加取得し、連結子会社化

2008年１月 ㈱アステムヘルスケア、㈱よんやく薬粧事業を譲り受け、㈱リードヘルスケアに商号変更

2008年10月 ㈱アステムが株式移転により完全親会社である当社（㈱フォレストホールディングス）設立

2009年４月 会社分割により㈱アステムから子会社の管理業務および不動産賃貸業務の一部を承継

2009年10月 株式交換により㈱サン・ダイコーおよび㈱リンテックならびに㈱ユニファを完全子会社化
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2011年４月 ㈱リンテックとの株式交換により㈱九州オープンラボラトリーズ（現 持分法適用会社）の株式取得

2013年４月 ㈱アステム、㈱ユニファと合併

2013年６月 ㈱キョーハイ、㈱フォレックスに商号変更

2013年６月 現物分配により㈱アステムの完全子会社である㈱アステムサービス、㈱フォレックス、㈱メディクリー

ン、㈱エー・エフ・エイチ、㈱ケンミンの株式取得

2014年６月 現物分配により㈱ＦＩＴの所有する㈱ダイコー沖縄の株式取得

2014年６月 ㈱アステムサービス、㈱フォレストサービスに商号変更

2015年７月 追加取得により㈱ダイコー沖縄を完全子会社化

2015年10月 ㈱サン・ダイコー、㈱シンガサナ・ウナギ・インドネシア（インドネシア）を設立

2015年11月 ㈱フォレックスを清算

2016年４月 ㈱フォレストサービス、㈱ソニックと合併

2016年９月 ㈱ダイコー沖縄、㈱沖縄三和メディカルを完全子会社化

2016年10月 ㈱アステム、㈱西日本ジェネリックを子会社化

2018年７月 医薬品卸売の持株会社３社の共同出資により㈱リードスペシャリティーズを設立

2018年12月 ㈱サン・ダイコー、池亀酒造㈱を完全子会社化

2021年11月 ㈱シンガサナ・ウナギ・インドネシアの撤退を決定

2023年12月 ㈱アステム、追加取得により㈱ファーマクラウドを関連会社化

2024年２月 共同出資により㈱クラックス設立

2024年７月 ナチュラル㈱とナチュラルブレスト㈱を完全子会社化

2024年８月 ㈱アステム、追加取得により㈱ブリッジを子会社化

2024年11月 ㈱ＩＦＪを完全子会社化



― 6 ―

３ 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（㈱フォレストホールディングス）、子会社31社及び関連会

社10社（うち持分法適用関連会社１社）により構成されており、医薬品・医療機器等の卸販売を主たる業務、その

他事業を付帯業務としております。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

なお、セグメント情報を記載していないため、事業部門別に記載しております。

(1) 医薬品等卸販売事業……主要な商品は医療用医薬品、一般用医薬品、動物用医薬品、医療機器等であります。

医療用医薬品……子会社㈱アステム他子会社３社が卸販売しております。

一般用医薬品……子会社㈱リードヘルスケアが卸販売しております。

動物用医薬品……子会社㈱サン・ダイコー他関連会社１社が卸販売しております。

医療機器等 ……子会社㈱アステム他子会社２社が卸販売しております。

(2) 臨床検査事業……持分法適用関連会社㈱九州オープンラボラトリーズにて行っております。

(3) その他事業 ……子会社㈱フォレストサービスのほか、子会社22社、関連会社8社で行っております。



― 7 ―

［事業系統図］

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

（注）１．連結子会社

㈱アステム、㈱リードヘルスケア、㈱サン・ダイコー、㈱ダイコー沖縄、藤村薬品㈱、㈱フォレストサー

ビス

２．非連結子会社で持分法非適用会社

㈱ケンミン、㈱メディクリーン、㈱グリーンウェーブ、㈱スターネット、協和化学㈱、うすき製薬㈱、日

本ヘルスケア製薬㈱、㈱セーフマスター、㈱ｏｈａｎａ本舗、㈱沖縄三和メディカル、㈱つえエーピー、

㈱エフズクリエイト、㈱シンガサナ・ウナギ・インドネシア、㈱創健、㈱西日本ジェネリック、吉村不動

産㈱、㈱エフズ農園、㈱大分みらい水産、池亀酒造㈱、㈱クラックス、㈱ブリッジ、ナチュラル㈱、ナチ

ュラルブレスト㈱、㈱ＩＦＪ、㈱宮の陣薬局

３．関連会社で持分法適用会社

㈱九州オープンラボラトリーズ

４．関連会社で持分法非適用会社

㈱ＮＰＣ、㈱松尾薬局、㈱メディック、㈱グリーン環境マテリアル、㈱ネクスト、㈱リードスペシャリテ

ィーズ、松田商事㈱、㈱オキチク商事、㈱ファーマクラウド
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合

(％)

関係内容

(連結子会社)

㈱アステム（注）１、３
大分県

大分市
3,355

医療用医薬品、

医療機器等の卸販売
100.0

業務受託

役員の兼任 ６人

㈱リードヘルスケア（注）１、

２、４

福岡県

福岡市

博多区

1,900
一般用医薬品等の

卸販売

53.7

(53.7)

業務受託

役員の兼任 ３人

㈱サン・ダイコー
大分県

大分市
90

動物用医薬品、

食品関連等の卸販売
100.0

業務受託

役員の兼任 ２人

㈱ダイコー沖縄

（注）２

沖縄県

宜野湾市
95 医薬品等の卸販売

100.0

(100.0)

業務受託

役員の兼任 ３人

藤村薬品㈱

（注）１、２

長崎県

長崎市
480 医薬品等の卸販売

50.3

(50.3)

業務受託

役員の兼任 ２人

㈱フォレストサービス
大分県

大分市
99

自動車整備

シェアードサービス等
100.0

業務受託

役員の兼任 ２人

(持分法適用関連会社)

㈱九州オープンラボラトリーズ
福岡市

博多区
50 臨床検査 34.0

業務委託

役員の兼任 １人

（注）１．特定子会社に該当しております。

２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。

３．㈱アステムについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％

を超えております。

主要な損益情報等 (1) 売上高 407,959百万円

(2) 経常利益 4,378百万円

(3) 当期純利益 2,972百万円

(4) 純資産額 109,403百万円

(5) 総資産額 236,462百万円

４．㈱リードヘルスケアについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割

合が10％を超えております。

主要な損益情報等 (1) 売上高 61,984百万円

(2) 経常利益 165百万円

(3) 当期純利益 115百万円

(4) 純資産額 1,374百万円

(5) 総資産額 19,662百万円
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

2025年３月31日現在

事業部門の名称 従業員数（人）

医薬品等卸販売事業 1,932 （2,298）

その他事業 82 （25）

合計 2,014 （2,323）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況

2025年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

68 (23) 44.5 18.1 6,238,646

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．提出会社の状況についても、セグメント情報の記載をしておりません。

(3) 労働組合の状況

当社グループの㈱ダイコー沖縄にはダイコー沖縄労働組合があり、2025年３月31日現在における組合員数は73人

で、上部団体には加盟しておりません。なお、労使関係は円滑に推移しております。

また、当社グループの他の会社には労働組合はございません。

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①提出会社

提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）および「育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務

の対象ではないため、記載を省略しております。

② 連結子会社
2025年３月31日現在

当事業年度

名称
管理職に占める
女性労働者

の割合(％)(注１)

男性労働者の
育児休業取得率(％)(注２)

労働者の男女の
賃金の差異(％)(注１)

全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者

全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者

㈱アステム 4.17 ― 19.6 ― 48.0 67.6 63.0

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したも

のであります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の

規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」

（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものでありま

す。

３．上記以外の連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）

及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76

号）の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

グループ中期経営計画「Eureka！」の２年目に臨み、中計成否の岐路に立つ一年と捉え、成長戦略の加速に向け

た機構改革に着手しました。当社は長年グループの統括本部として、各事業会社のバックオフィス機能を担ってき

ましたが、その機能は「統括管理本部」として維持した上で、新たに事業会社を牽引する「経営戦略本部」を新設

しました。ここでは事業再編・提携、事業投資など、主にフロントオフィスの前捌きを担います。

また、社員一人ひとりが自分の仕事を通じて、当社基本理念である“＜不＞の打開”をどう考え実践するのか、

社員同士による対話の場を通じて全員に問いかけていきます。これを“パーパスドリブン経営”と呼称し、全従業

員がパーパスと自身の仕事の関係性を考え理解した上で働くことにより、自主的に考え行動するボトムアップ経営

の実践とコンプライアンスの遵守、インシデント・アクシデントの未然防止に繋げてまいります。

Eureka！
１．成長戦略！

"医療”を深く、"健康"に広く

２．インフレ対策！

生産性革命と評価・報酬革命

３．人的資本！

社員エンゲージメント確立

Think local, Act global.

医療用医薬品分野におきましては、引き続き、取り組みが奏功した自治体と連携した予防活動の推進や僻地医療

を支援する医療MaaS提案等の「成長市場」への注力、流通改善ガイドラインに明記された「別枠品」への継続した

取り組み、「Unite（ユナイト）」をテーマとして掲げたメディカル部門と融合した営業活動の展開を進めてまい

ります。また、営業組織における社内認定制度であるMC制度についても、市場環境の変化に合わせ新たな発想で改

革を検討してまいります。

医療機器等分野におきましては、メディカル部門における案件別ステータス管理システムの網羅的なデータ入力

及び運用精度の向上が課題となっています。これに対し、システムの最適化による業務効率の改善、全社的な教育

研修プログラムの整備、定期的なモニタリング体制の構築等により、案件管理の質的向上と事業収益の拡大に努め

てまいります。

ロジスティクス分野におきましては、センターへの在庫集約と拠点の管理業務の削減を進め、さらなる物流コス

トの低減に取り組みます。また、医薬品の適正流通（GDP）ガイドライン適合度向上や事業継続計画（BCP）対策の

強化により、高効率、高品質、強靭性を兼ね備えたロジスティクス体制をより強固なものとしてまいります。

R&D分野におきましては、これまで上市した商品の国内販売を推進するためには、パートナー企業との連携をさ

らに強化する必要があります。また、新たな商品探索については国内外の大学を始めとするアカデミアの研究開発

にも積極的に関与し、販路形成といった出口まで伴走し医療課題の解決に寄与してまいります。

一般用医薬品分野におきましては、成長の見込めるウエルネス市場における高機能かつ新規性の高い商品の開発

が求められています。アカデミアとの連携強化による新素材・新技術を軸とした開発視点と消費者の潜在的なニー

ズを融合させた、今までにない革新的な製品を開発し、より多くの消費者にお届けできるよう取り組みます。

また、サプリメントによる健康被害問題を受け、業界全体で品質マネジメントの強化に取り組み、消費者の信頼

を回復し持続可能な成長を実現すべく対処してまいります。

動物用医薬品及び食品等分野におきましては、事業基盤のさらなる強化に取り組んでまいります。社内組織やグ

ループ会社といった既存の枠を超えた連携と取り組みを進化させ、またエリア拡大を前提としたアライアンスや

M&Aも視野に、新たなサプライチェーンの構築を目指します。輸出入ビジネスの拡大、品質保証体制の構築などメ

ーカー機能の強化を図り、次世代事業の確立への歩みを速めていきます。

また、顧客満足度の向上を目指したロジスティクス戦略の実行、システム基盤の強化による高い生産性に向けた

業務改革にも取り組んでまいります。

経営管理面におきましては、インフレ環境と労働力希少社会に適応した体制づくりに注力してまいります。聖域

のない業務改廃を進め、さらなる効率化のため新たな技術を積極的に利活用することで、社員が価値ある業務に集

中できる体制を追求します。また、それらを原資とした処遇改善にも取り組み、社員エンゲージメントの確立と、

人材採用における優位性の獲得を目指してまいります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

サステナビリティ基本方針、その他サステナビリティに関する取組につきましては、当社サステナビリティに関す

るサイトもご参照ください。

（https://www.forestg.jp/sustainability/policy/）

(1) ガバナンス

当社グループでは、以下の委員会により、企業活動の持続可能性の向上に努めております。

・人事委員会：人的資本投資に関する方針策定

・コンプライアンス委員会：法令及び社会規範の遵守推進体制整備と維持・向上

・総務委員会：交通安全の取組、低公害車の導入、自然災害への対応

(2) 戦略

当社グループにおける、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、

以下のとおりであります。

人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略

人材投資については、以下に挙げる取組を通じて、従業員エンゲージメント向上を図るとともに多様な働き方や

「人財」育成を推進しています。

・パーパスドリブン経営浸透の為のコーチング研修実施

・社員満足度調査の実施

・社外副業制度の実施

・健康経営への取組

・管理職を対象とした360度フィードバックの実施

・仕事と治療の両立支援ガイドブックの作成

・育児両立支援の拡充

・ベースアップによる処遇改善

2025年も引き続き初任給の引き上げを行い、若年層の処遇改善を継続し、また、正社員だけではなく、重要な役

割を担って頂いている契約社員におきましても段階的に処遇の改善を行います。

(3) リスク管理

当社グループにおいて、主に、「(1) ガバナンス」に記載しました各委員会において、「３ 事業等のリスク」

に記載する事項等について、リスク管理を行っております。情報セキュリティに関しては、コンプライアンス委員

会の中の専門機関である情報セキュリティ部会において、情報リスクの管理、統制を行っております。

重要なリスクは、経営会議の協議を経て戦略、計画に反映され、取締役会へ報告、監督されます。優先的に対応

すべきリスクの絞り込みについては、当社グループに与える財務的影響、当社グループの活動が環境・社会に与え

る影響、発生可能性を踏まえ行われます。

(4) 指標及び目標

当社の連結子会社である株式会社アステムでは、上記「(2) 戦略」において記載した、人材の多様性の確保を含

む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、次の指標を用いております。当該指標に関す

る目標及び実績は、次のとおりであります。

人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目

標

・定量的目標：係長以上（係長、課長、部長、役員）の女性の人数を50人にする

※2025年３月31日現在：44人

・計画期間：2020年７月１日～2025年６月30日

なお、株式会社アステムにおいては、関連する指標のデータ管理とともに、具体的な取組を行っているものの、

連結グループに属する全ての会社では行われてはいないため、連結グループにおける記載が困難であります。この

ため、上記の指標に関する目標及び実績は、連結グループにおける主要な事業会社である株式会社アステムのもの

を記載しております。
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３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

(1) 競争激化のリスク

医療用医薬品については薬価基準として価格が公的に決められており、総医療費抑制の一環としてこの薬価が定期

的に見直され、大半は切下げられております。これは、卸は勿論、取引先である病医院・調剤薬局の経営にも打撃と

なり、価格等での卸への要求も益々厳しくなってきております。卸業界においては、全国的に規模のメリットを追求、

事業基盤を拡大するため、事業戦略の一環として資本提携や企業買収を含む戦略的提携を模索する動きが活発化して

おります。総需要が伸び悩む中で、限られた需要をめぐって勝ち残りを賭けた企業間競争は日増しに激化し、売上総

利益率の低下に歯止めがかからない状況にあります。当社グループは経営理念に則り、価格に偏重しない卸本来の機

能競争に傾注してはおりますが、一方であらゆる競争に耐えることの出来る低コスト体質への備えを怠れば、経営成

績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(2) 売上債権管理上のリスク

医療機関及び調剤薬局、薬局・薬店、畜産・水産事業者等の得意先との間で取引契約書を締結し、請求書発行後概

ね３ヶ月以内に回収できている先におきましては債権管理上の大きな問題は現在のところ生じておりません。しかし、

当社グループは、健全経営推進の視点から債権管理に厳しく取り組み、貸倒懸念債権先に対しては個別に回収可能性

を勘案し、債権額に対して一定の割合で引当金を計上し不測の事態に備えております。これら対象先には当社グルー

プの出資先や融資先も含まれており、今後とも債権管理をより一層強化していく方針です。しかしながら、昨今の厳

しい業界環境を反映し、新たに長期債権先に転じる得意先等もあり、予測不能な事態が生じた場合は、経営成績に重

大な影響を及ぼす可能性があります。

(3) 取扱商品に係るリスク

販売商品に関し、副作用、仕入先の倒産、その他予測不可能な事態の発生等により、商品の販売不能や回収が生じ

た場合には、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

また、医療用医薬品の価格については、薬価基準の影響を受けており、薬価基準の改定の状況に応じて、経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 特有の商慣習に係るリスク

医薬品としての特性上、価格交渉が未妥結のうちに商品を納入し、その後の交渉により価格が最終的に決定すると

いう業界特有の商慣習の下に置かれております。価格交渉の進展状況によっては、経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。

(5) メーカーとの取引慣行に係るリスク

医薬品メーカーとの間において、仕入商品に係る歩戻金と販売奨励金については、その料率及び金額についてメー

カーの政策や業績により左右される部分があるため、このような場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。

(6) システムに係るリスク

当社グループは営業システム、物流システム、経理システム等の各種コンピュータシステムに業務を依存している

ため、これら各種システムにトラブルが発生すると、業務に支障が生じ、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 法的規制に係るリスク

医薬品・医療機器等に係る事業については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

その他関連法規の適用がなされます。その結果、営業拠点の開設、医薬品・医療機器等の販売、管理等に法的規制を

受けることになります。

(8) 個人情報漏洩に係るリスク

個人情報の保護に関しては、情報セキュリティ部会を設置し、個人情報保護管理のための責任者を定めました。そ

して、個人情報保護方針を策定し、社内外に公表するとともに、個人情報保護規程、外部委託管理規程を制定、また、

従業員に対しては機密保持に関する誓約書を提出させ、個人情報保護に関する教育と啓発を実施する等、安全管理措

置の継続的な整備をしておりますが、万一、個人情報が漏洩した場合には、社会的信用を失墜させ、経営成績に重大

な影響を及ぼす可能性があります。

(9) 自然災害に係るリスク

当社グループは、大規模な自然災害により、営業拠点及び物流拠点が深刻な被害を被った場合、当社グループの業

績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

① 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度における経営成績と、前連結会計年度との主な増減は、以下のとおりであります。

a.売上

売上高は5,104億56百万円（前年同期比1.1％増）となりました。

部門別の状況につきましては、医薬品等卸販売事業は5,102億22百万円（同1.1％増）、その他事業では２億33百

万円（同10.4％減）となりました。

b.売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益

売上総利益は409億53百万円（同3.5％増）となり、13億70百万円増加しました。

販売費及び一般管理費は345億83百万円（同3.5％増）となり、11億58百万円増加しました。

その結果、営業利益は63億70百万円（同3.4％増）となり、２億11百万円増加しました。

c.営業外損益、経常利益

営業外収益は17億24百万円（同9.2％減）となり、１億74百万円減少しました。

営業外費用は１億50百万円（同163.7％増）となり、93百万円増加しました。

その結果、経常利益は79億44百万円（同0.7％減）、56百万円減少しました。

d.特別損益、親会社株主に帰属する当期純利益

特別利益は２億１百万円（同50.5％減）となり、２億５百万円減少しました。

特別損失は５億71百万円（同51.9％減）となり、６億15百万円減少しました。

以上の結果、税金等調整前当期純利益は75億73百万円（同4.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は50億

21百万円（同1.7％減）となりました。

当連結会計年度における財政状態と、資産及び負債、純資産の主な増減は、以下のとおりであります。

e. 資産

流動資産については、商品及び製品は52億68百万円増加し、未収入金が増加したこと等によりその他は４億44百

万円増加しましたが、現金及び預金は62億16百万円減少し、受取手形及び売掛金は20億56百万円減少しました。

その結果、流動資産は1,819億63百万円となり、34億94百万円減少しました。

有形固定資産及び無形固定資産については、減価償却による減少27億66百万円、減損損失による減少２億70百万

円等がありましたが、資産取得により52億58百万円増加し、合計としては21億87百万円増加しました。投資有価証

券は、株価上昇により含み益が22億60百万円増加等し、合計としては42億72百万円増加しました。

その結果、固定資産は1,080億18百万円となり、67億39百万円増加しました。

f. 負債

流動負債については、未払法人税等が４億79百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が29億92百万円減少

し、電子記録債務が１億87百万円減少しました。

その結果、流動負債は1,308億99百万円となり、34億93百万円減少しました。

固定負債については、主に、投資有価証券の含み益の増加等により繰延税金負債が11億15百万円増加しました。

その結果、固定負債は131億97百万円となり、９億77百万円増加しました。

g. 純資産

純資産については、剰余金の配当により７億31百万円減少しましたが、親会社株主に帰属する当期純利益により

50億21百万円増加し、利益剰余金が42億90百万円増加しました。自己株式取得による８百万円減少がありました

が、株主資本は42億81百万円増加しました。その他の包括利益累計額合計は、その他有価証券評価差額金が12億78

百万円増加、退職給付に係る調整累計額が39百万円増加し、13億18百万円増加しました。

その結果、純資産は1,458億84百万円となり、57億60百万円増加し、純資産比率は50.3％と前連結会計年度末よ

り1.4ポイント増加しました。
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② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により８億27百万円増加、投資活動により61億68百万

円減少、財務活動により８億75百万円減少となりました。

この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ62億16百万円減少し、

371億71百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローはプラス８億27百万円（前年同期比71億80百万円減）となりました。

これは主に、減少要因として、棚卸資産の増加52億68百万円、仕入債務の減少31億79百万円がありましたが、増

加要因として、税金等調整前当期純利益75億73百万円、売上債権の減少20億14百万円があったこと等によるもので

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローはマイナス61億68百万円（同26億34百万円増）となりました。

これは主に、増加要因として、有価証券の償還による収入10億円、有形及び無形固定資産の売却による収入１億

円、貸付金の回収による収入２億31百万円がありましたが、減少要因として、有形及び無形固定資産の取得による

支出51億37百万円、投資有価証券の取得による支出22億60百万円があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローはマイナス８億75百万円（同69百万円減）となりました。

これは主に、配当金の支払額７億31百万円、リース債務の返済による支出１億12百万円があったこと等によるも

のであります。

以上の結果により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ62億16百万円減

少し、371億71百万円となりました。

③生産、受注及び販売の実績

a. 商品仕入実績

当社グループはセグメント情報の記載を省略しておりますが、事業別の業績を示すと次のとおりであります。

当連結会計年度の商品仕入実績を事業ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の名称 仕入高（百万円） 前年同期比（％）

医薬品等卸販売事業 469,430 100.9

その他事業 73 77.1

合計 469,503 100.9

b. 販売実績

当社グループはセグメント情報の記載を省略しておりますが、事業別の業績を示すと次のとおりであります。

当連結会計年度の販売実績を事業ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の名称 販売高（百万円） 前年同期比（％）

医薬品等卸販売事業 510,222 101.1

その他事業 233 89.6

合計 510,456 101.1
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社グループの主力である医療用医薬品事業におきましては、薬価の中間年改定の実施により、2018年度以降７

年連続となる薬価改定が行われる中、商材の仕入価格、光熱費、及び運送費用などの事業運営コストの上昇もあり

厳しい状況が続きました。

このような経営環境の下、中期経営計画「Eureka！（ユリーカ！）」の初年度に臨み、グループ各社は成長戦略

の実現に取り組んでまいりました。

当連結会計年度におきましては、３件の出資を行いました。５月、バイオテック領域を中心に、メドテック・ヘ

ルステック領域に投資するファストトラックイニシアティブ４号ファンド（東京都文京区）へ出資を決定しまし

た。長期的視野に立ち、関連当事者と良好な関係を構築することで新たな事業展開に繋げてまいります。７月、ナ

チュラル株式会社とナチュラルブレスト株式会社（ともに本社 福岡市）に出資し、両社を完全子会社としまし

た。ナチュラル社は一般用・医療用ウィッグの販売、及び直営サロンを運営しています。ナチュラルブレスト社は

乳がん患者向けの人工乳房と人工ニップルを製造・販売しています。両社は当社の経営理念との親和性が高く、協

業が双方の成長に繋がると判断しました。11月には株式会社IFJ（本社 沖縄県豊見城市）に出資し、完全子会社と

しました。同社は医療機器製造販売業等の許認可を持ち、医療機器の輸出入だけでなく、沖縄県での企業誘致や医

療機器開発人材の育成に寄与してきました。今後、両社の強みを融合して新製品開発から販売、輸出入まで一気通

貫で医療課題を解決・支援する体制を構築し、新たなビジネスチャンスを創出します。

株式会社アステム（本社 大分市）は２件の出資を行いました。８月、株式会社ブリッジ（本社 東京都文京

区）に追加出資し、同社はアステムの子会社となりました。今後はさらに強固な関係のもと、アステムが強みとす

る地域医療者とのネットワークを最大限に活用し、地域医療の課題解決に資する事業展開を加速させます。１月に

はMedical Development Support ２号投資事業有限責任組合（横浜市）へ出資を決定しました。同組合を通じて医

療機器を中心としたベンチャー企業への出資を行い、株式公開のキャピタルゲインはもとより、有望な商品の販売

権取得やアカデミアとより強固な関係を構築し、新たな利益獲得に向けて取り組んでまいります。

また、株式会社リードヘルスケア（本社 福岡市）は神戸大学共同研究講座（神戸市）に同社の研究開発を委託

しました。同講座では画期的な髪質改善技術を研究しており、特許取得後は共同の特許権者となり、ライセンス収

入や特許原料を配合した製品の優先販売権の獲得などの成果が期待されます。

一方、経営管理面におきましては、中計の取り組み方針である「インフレ対策！生産性革命と評価・報酬革命」

実現に向け、基幹システムの刷新、拠点の統廃合、AIによる社内Q&Aシステム導入など業務効率化を図りました。ま

た、高まるランサムウェアの脅威や情報漏洩リスクへの防御力を高めるため、世界で多数の導入実績を持つデータ

管理ツールBox®を導入しました。「人的資本！社員エンゲージメントの確立」に向けては、管理職の年俸を評価体

系の改定に合わせたメリハリのある報酬体系へと変更しました。加えて受講するコースを社員自ら選べるカフェテ

リア研修の予算を拡充し、自ら学びレベルアップを志向する社員のニーズに応えました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は5,104億56百万円（前期比1.1％増）、売上総利益は409億53百万円（同

3.5％増）といずれも前期を上回りました。販売費及び一般管理費は345億83百万円（同3.5％増）で、営業利益は63

億70百万円（同3.4％増）、経常利益は79億44百万円（同0.7％減）と前年と同水準の決算となりました。税金等調

整前当期純利益は75億73百万円（同4.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は50億21百万円（同1.7％減）と

なりました。

a．医薬品等卸販売事業

医療用医薬品分野

医療用医薬品分野におきましては、「Eureka！」に掲げる成長戦略実現に向けて、病院市場、ワクチン市場、メ

ディカル市場の３市場に注力しました。特に、ワクチン市場においては、新規公費助成品目の拡大や新型コロナワ

クチンの定期接種もあり、前年度より実績が大きく伸長しました。流通改善ガイドラインに単品単価交渉を明記さ

れた「別枠品」に関しては、医療機関に対する丁寧な説明と粘り強い交渉の結果、価格水準の改善に至り製品価値

を維持することができました。また、５月には新基幹システム「ロジスⅣ」への切替えを実施しましたが、社内に

おける周到な事前準備と取引先への入念な説明により、大きな混乱もなく稼働させることができました。
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医療機器等分野

医療機器分野におきましては、６月の診療報酬改定による材料価格の引き下げや、仕入原価の高止まり、為替変

動によるコスト増加が未だ続いています。この厳しい市況の中、少しでも利益増加が見込める商材へ取り扱い品目

を集約したことにより、消耗品の実績は前年並みを維持することができ、器械品については案件毎のステータス管

理を徹底した営業活動により、販売実績を伸長させることができました。結果、売上高及び売上総利益は前年度を

上回りました。

R&D分野

R&D分野におきましては、総発売元商品の全国販売網を構築するため、国内の医薬品・医療機器卸売企業約30社と

取引を開始しました。また、商品価値とその認知度向上を目的として、４月には日本外科学会、６月には日本呼吸

器外科学会へ商品を出展しました。11月の日本消化器関連学会週間（JDDW）ではポスター発表、12月の日本内視鏡

外科学会総会（JSES）においてはランチョンセミナーを開催するなど、関係学会との連携を強化することができま

した。

一般用医薬品分野

一般用医薬品分野におきましては、サプライチェーン全般にわたるコスト増加に伴い、大手企業によるセンター

フィーの値上げ圧力が高まりました。また、インフレ環境下において消費者の生活防衛意識が高まり、買い控え行

動が広がっています。このような状況下、取引先に対する適正な価格転嫁に向けた粘り強い交渉と、自社物流拠点

の見直しによるコスト適正化を進めました。さらには付加価値を訴求したバリュープライシングの取り組みを強化

したことにより売上は減少しましたが増益とすることができました。

動物用医薬品及び食品等分野

動物用医薬品分野におきましては、依然として飼料価格の高騰や資器材の値上げにより畜水産業の経営が圧迫さ

れ、価格に対する圧力が強まる厳しい状況で推移しました。CA分野では、サービス向上を目的に休日出荷体制の構

築に取り組みましたが、メーカー商流の変更により当初の目的を達することができず実績は前年を下回りました。

食品等分野におきましては、柑橘類等の不作により苦戦しましたが、新規農産原料及び海外原料の販売拡大に取

り組み、実績は前年を上回ることができました。ライフサイエンス分野では、半導体周辺市場の成長を背景に、化

学品市場の需要を取り込むことで堅調に推移しました。これらの結果、事業全体としては過去最高の売上高を更新

することができました。

これらの結果、医薬品等卸販売事業全体としては、売上高は5,102億22百万円（前期比1.1％増）、営業利益は63

億49百万円（同3.4％増）と、増収増益となりました。

b．その他事業

その他事業では、売上高は2億33百万円（前期比10.4％減）、営業利益は20百万円（前期比17.1％増）となりまし

た。

今期、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な連結経営指標としましては、売上高5,305億40百万円

（前期比3.9％増）、営業利益58億50百万円（前期比8.2％減）、経常利益72億70百万円（前期比8.5％減）、親会社

株主に帰属する当期純利益46億83百万円（前期比6.7％減）を目標といたしました。これを達成するため、四半期ご

とに、事業戦略会議を開催し、達成状況の把握・分析、及び具体的な対応の決定を行っております。

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品の仕入のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であり

ます。投資を目的とした資金需要は、満期保有目的の債券、子会社株式の取得、並びに、設備投資によるものであ

ります。重要な資本的支出の予定は、「第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」に記載しているとお

りであり、自己資金にてその財源と致します。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率

の向上と金融費用の削減を目的として、ＣＭＳ(キャッシュマネジメントシステム)を導入しており、グループ内の

資金融通を行っております。

なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は、リース債務１億93百万円となっております。また、当連

結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、371億71百万円となっております。
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③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成し

ております。

その作成には、会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを

必要とします。当社グループは、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実

際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等の「連結財務

諸表作成のための基本となる重要な事項」及び「重要な会計上の見積り」に記載しておりますが、特に次の重要な

会計方針が連結財務諸表作成における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えております。

a．収益の認識

当社グループの中心である医薬品卸売事業におきまして、医薬品としての特性上、価格交渉が未妥結のうちに発

注、納品が完了し、売上高が計上されます。暫定的な価格を合理的に見積り売上計上しておりますが、価格妥結時

点において売上高の修正を行う場合があります。

妥結の早期化と合理的な暫定価格による売上計上に努めておりますが、妥結までの期間が長期化し、決定価格が

暫定価格を大幅に下回った場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

b. 貸倒引当金

当社グループは、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。お得意さまの財務状況

が悪化し、支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる可能性があります。

c. 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付債務及び退職給付費用は、数理計算上で設定される割引率、将来の給与水準、退職率、死亡率及び年金

資産の期待運用収益率等の前提条件に基づいて算出されております。

割引率は、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用し算出

しております。期待運用収益率は年金資産が投資されている資産の期待収益率に基づいて算出されます。実際の結

果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、その影響額は未認識数理計算上の差異として蓄積さ

れ、将来にわたって規則的に処理されます。したがって、将来認識される退職給付債務及び退職給付費用に影響を

及ぼす可能性があります。

d. 有形・無形固定資産の減損

当社グループは、事業の維持・発展のために有形及び無形の固定資産を有しております。固定資産の減損会計は

資産のグルーピングや割引前キャッシュ・フローの総額等を、各企業の固有の事情を反映した合理的な仮定及び予

測に基づいて算出しております。将来の地価下落や収益性の低下により、減損処理が追加で必要になった場合、当

社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

e. 投資有価証券の減損

当社グループは、取引の円滑な遂行や取引関係の維持のため、株式等を所有するケースがあります。市場価格の

ある株式については、決算日の市場価格が帳簿価額よりも30％以上下落した場合には減損の必要性を検討し、回復

可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。市場価格のない株式については、当

該発行体の純資産に占める持分相当額（実質価額）が帳簿価額よりも30％以上下落した場合には減損の必要性を検

討し、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。将来の市況悪化や投資先

の業績不振により損失の計上が必要となり、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは医療用医薬品、一般用医薬品、動物用医薬品、医療機器等の卸販売事業ならびにその他事業を行

っておりますが、卸販売事業を中心としたほぼ単一のセグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。

５ 【重要な契約等】

該当事項はありません。

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループでは、急速な社会環境の変化や販売競争の激化に対処するため、業務全般にわたる標準化と効率化の

推進、営業拠点の整備と機能拡充を中心に101億57百万円の設備投資を実施いたしました。

なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。

医薬品等卸販売事業については、その主なものとしまして、株式会社アステムで、基幹システム58億17百万円、延

岡日向支店社屋３億80百万円、株式会社サン・ダイコーで、都城営業所社屋７億66百万円等の投資を実施しており

ます。

その他事業については、重要な設備投資はありません。

２ 【主要な設備の状況】

当社グループの主要な設備の状況は次のとおりであります。

当社グループはセグメント情報の記載を省略しておりますが、事業別の設備の状況を示すと次のとおりでありま

す。

(1)提出会社

2025年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業の名称 設備の内容

帳簿価額

従業
員数
(人)

建物
及び
構築物
(百万円)

機械装置
及び
運搬具
(百万円)

土地 リース
資産

(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)金額

(百万円)
面積
(千㎡)

㈱フォレストホールディングス

（福岡市博多区）
その他事業 事務所

20 2 1,537 8 － 1,111 2,671 68

(23)(21) (90) (3) (21)
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(2)子会社

2025年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業の
名称

設備の
内容

帳簿価額

従業
員数
(人)

建物及び
構築物
(百万円)

機械装置
及び運搬具
(百万円)

土地 リース資産
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)金額

(百万円)
面積
(千㎡)

㈱アステム
大分本社・大分営業部

（大分県大分市）

医薬品等
卸販売事
業

事務所
・倉庫等

2,812
(260)

1 2,203
(382)

64
(13)

7 82
(4)

5,107 232
(219)

同 福岡営業部
（福岡市博多区）

同上 同上 486 0 1,953 13 2 23 2,465
149
(160)

同 北九州営業部
（北九州市小倉南区）

同上 同上 251 0 2,528 52 19 27 2,826
163
(163)

同 佐賀筑後営業部（佐賀）
（佐賀県小城市）

同上 同上 154 0 501 13 － 12 668
60
(50)

同 佐賀筑後営業部（筑後）
（福岡県久留米市）

同上 同上 227 1 574 11 － 10 814
68
(69)

同 宮崎営業部
（宮崎県宮崎市）

同上 同上
691
(26)

17
1,684
(398)

40
(16)

3
24
(2)

2,421
126
(89)

同 鹿児島営業部
（鹿児島県鹿児島市）

同上 同上
608
(3)

0
(0)

1,268
(32)

21
(1)

－
20
(0)

1,898
127
(140)

同 熊本営業部
（熊本市中央区）

同上 同上 1,009 0 839 29 －
28
(0)

1,877
122
(111)

同 広島営業部
（広島市安佐南区）

同上 同上 8 0 672 12 － 4 685
75
(71)

同 山口営業部
（山口県山口市）

同上 同上
48

(14)
0

(0)
377

(118)
24
(2)

3
6

(0)
435

95
(95)

同 九州ＬＩＳセンター
（佐賀県鳥栖市）

同上 同上 724 590 1,375 30 2 286 2,979
39

(549)

同 ＯＷＬセンター
（佐賀県鳥栖市）

同上 同上 944 11 509 26 9 81 1,556
43

(155)

同 霧島ＬＩＳセンター
（鹿児島県霧島市）

同上 同上 1,190 39 85 1 － 49 1,364 2

同 福岡本社
（福岡市博多区）

同上 事務所 2 8 － - － 6,399 6,409
123
(16)

㈱リードヘルスケア
（福岡市博多区）

同上
事務所
・倉庫等

31 0 － - 46 104 181
79

(180)

㈱サン・ダイコー
（大分県大分市）

同上 同上 2,110 39 1,457 50 17 109 3,735
214
(87)

㈱ダイコー沖縄
（沖縄県宜野湾市）

同上 同上
400
(22)

2 1,141 16 －
16
(0)

1,560
105
(71)

藤村薬品㈱
（長崎県長崎市）

同上 同上
1,241

(6)
8

891
(103)

12
(2)

11
46
(0)

2,199
110
(73)

㈱フォレストサービス
（大分県大分市）

その他事
業

事務所
20
(2)

1
46
(46)

0
(0)

－ 35 103
14
(2)

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は主として工具器具備品、電話加入権、ソフトウエアであり、建設仮勘定、ソ

フトウエア仮勘定を含んでおります。

２．上記中（ ）は、連結会社以外への賃貸設備であり内数であります。

３．上記の他、㈱フォレストホールディングス及び㈱アステム、㈱リードヘルスケアは連結会社以外から、東

比恵ビジネスセンタービルを福岡本社事務所として年間108百万円で賃借しております。

また、連結会社以外へ土地14億47百万円（４千㎡）を年間85百万円で貸与しております。

４．従業員数の（ ）は、臨時雇用従業員を外書きしております。

５．上記の他、連結会社以外からの主要な賃借及びリース設備の内容は、後記のとおりであります。
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子会社

会社名
事業所名

所在地 事業の名称 設備の内容
年間賃借及び
リース料
（百万円）

㈱アステム
全社

大分県
大分市

医薬品等卸販売事業
営業車両リース
（リース）

601

同上 同上 同上
支店事務所倉庫等
（賃借）

104

㈱リードヘルスケア
全社

福岡市
博多区

同上
支店事務所倉庫等
（賃借）

142

３ 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、計画に当たっては提出会社を中心に調整を図っ

ております。

なお、当連結会計年度末における重要な設備の新設等及び除却等の計画は次のとおりであります。

(1) 重要な設備の新設等

会社名
事業所名

所在地 事業の名称 設備の内容
投資予定金額

資金調達
方法

着手
年月

完了
予定年月

完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

㈱アステム
北九州営業部

北九州市
小倉南区

医薬品等
卸売販売事業

北九州営業部
建物 等

2,500 606 自己資金
2024年
10月

2026年
8月

－

㈱フォレスト
ホールディン
グス

大分県
大分市

その他事業
賃貸用住宅
建物 等

950 224 自己資金
2024年
2月

2025年
10月

－

㈱フォレスト
サービス

北九州市
小倉南区

その他事業
北九州事業所
建物 等

124 31 自己資金
2024年
10月

2026年
8月

－

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（2025年３月31日）

提出日現在発行数（株）

（2025年６月30日）

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 37,206,379 37,206,379 非上場・非登録
単元株式数

1,000株 （注）

計 37,206,379 37,206,379 － －

（注）当社は、株式の譲渡による取得については取締役会の承認が必要な旨定款に定めております。

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総

数増減数

（株）

発行済株式

総数残高

（株）

資本金

増減額

（百万円）

資本金

残高

（百万円）

資本準備金

増減額

（百万円）

資本準備金

残高

（百万円）

2009年10月１日（注） 715,527 37,206,379 － 3,000 651 2,151

（注）上記の増加は、㈱サン・ダイコー、㈱リンテック及び㈱ユニファを完全子会社とする株式交換に伴う新株発行

によるものであります。
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(5) 【所有者別状況】

2025年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株

式の状況

（株）
政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品取

引業者

その他の法

人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 5 － 58 － － 1,097 1,160 －

所有株式数

（単元）
－ 1,700 － 12,948 － － 22,290 36,938 268,379

所有株式数の

割合（％）
－ 4.602 － 35,053 － － 60.344 100 －

（注） 自己株式3,944,461株は、「個人その他」に3,944単元及び「単元未満株式の状況」に461株を含めて記載して

おります。

(6) 【大株主の状況】

2025年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式(自己株式
を除く。)の総数に
対する所有株式数

の割合(％)

フォレストホールディングス
従業員持株会

大分県大分市西大道二丁目３－８ 3,253 9.78

武田薬品工業㈱ 大阪府大阪市中央区道修町四丁目１－１ 2,402 7.22

第一三共㈱ 東京都中央区日本橋本町三丁目５－１ 2,329 7.00

エーザイ㈱ 東京都文京区小石川四丁目６－１０ 2,308 6.94

吉村 恭彰 大分県大分市 850 2.55

㈱大分銀行 大分県大分市府内町三丁目４－１ 800 2.40

吉村不動産㈱ 大分県大分市西大道二丁目３－８ 614 1.84

住友ファーマ㈱ 大阪府大阪市中央区道修町二丁目６－８ 574 1.72

アステラス製薬㈱ 東京都中央区日本橋本町二丁目５－１ 570 1.71

吉村 玲子 北九州市小倉北区 414 1.24

計 － 14,118 42.44
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(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

2025年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 3,944,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 32,994,000 32,994 －

単元未満株式 普通株式 268,379 － －

発行済株式総数 37,206,379 － －

総株主の議決権 － 32,994 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式に含まれている自己株式は次のとおりであります。

自己株式 461株

②【自己株式等】

2025年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱フォレスト
ホールディングス

大分県大分市西大
道二丁目３－８

3,944,000 － 3,944,000 10.60

計 － 3,944,000 － 3,944,000 10.60
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第７号による普通株式の取得

(１) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(２) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(３) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 8,662 8,629,440

当期間における取得自己株式 680 680,000

（注） 当期間における取得自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

(４) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係
る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他
（－）

－ － － －

保有自己株式数 3,944,461 － 3,945,141 －

（注） 当期間における保有自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、中長期的な視点に立ち、今後とも収益力の向上と経営基盤の強化に努めるとともに、利益配分につきまし

ては、業績の見通し、株式の社内流通価額との妥当性、配当性向、内部留保の状況等を総合的に判断しながら、長

期にわたり安定的な配当を維持継続していくことを基本方針としております。

当社は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。

当期の配当金につきましては、１株につき22円とさせていただきました。

内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、財務体質の充実など経営基盤強化のた

めに活用していく予定であります。

当社は、「会社法第 459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる。」

旨定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

2025年４月28日
731 22

取締役会決議
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

当社では、コーポレート・ガバナンスを当社個別の課題であると同時にグループ全体としての重要課題であると

認識しております。経営の透明性の向上とコンプライアンス重視の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナン

スの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを主眼とし機構改革を実施し

ております。

a.会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係わる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

① 執行役員制度の導入

経営における意思決定の迅速化と業務執行に対する監督機能強化をめざして執行役員制度を導入しております。

これにより、取締役会は経営の監視・監督機能の強化を図り、その管理統制のもとに執行役員が業務執行を担う体

制となっております。

② グループ経営の意思決定機能の強化

グループ全体の戦略策定やトップマネジメントの戦略策定機能を強化するため、グループ会社の代表取締役を含

めたグループ経営会議を定期的に開催し、グループ経営に関する重要事項の検討、情報の共有化を図っておりま

す。

③ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社はフォレストグループ子会社に対して、業務の適正を確保するための体制を整備しております。

子会社は、重要な事項については当社の承認を得ることとし、フォレストグループの連携体制を確立しておりま

す。主要な子会社においては、監査役制度を採用し、複数の監査役が取締役の職務執行行為を監査することによっ

てその実効性を高めております。

監査役は、取締役会をはじめ各種重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査する体制をとっております。ま

た、グループ監査役会を開催し、各社の監査役との情報の共有化、連携の強化を図り、各社の経営状況等について

報告を求めることとしております。

当社の内部監査部門は「内部監査規程」に則り、関係会社も対象として監査を統括又は実施し、横断的なリスク

管理体制及びコンプライアンス体制の構築やそのリスク状況を把握し、一体的に業務の適正化を確保しているとと

もにその結果を定期的に取締役会、監査役会に報告しています。

④ コンプライアンス体制の状況

当社では、法令はもとより社会規範の遵守や企業倫理の確立を図るための種々の施策について検討し、段階的に

実行に移しております。会社における不祥事等のリスク発生を未然に防止するための内部統制システムとして、内

部統制室を設置しており、事業活動の全般に関し、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法律・法令の

遵守状況等について内部監査を実施し、事業の質的向上に向け具体的な助言・勧告を行っております。また、社長

を委員長とするフォレストグループコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進体制の更なる整備と

維持向上に努めております。

⑤ 内部統制システムの整備状況

会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制基本方針を掲げ当社の業務の適正を確保するための体制を整備し

ております。また、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、必要に応じて各担当部署にて、規

則・ガイドラインの策定・研修を実施しております。

⑥ 弁護士等その他第三者の状況（会社のコーポレート・ガバナンス体制への関与）

当社では、コンプライアンス体制の強化に向けて、複数の法律顧問契約を結び、日常発生する法律問題全般に関

してアドバイスと指導を受けられる体制を設けております。また税務面では、福田会計事務所と税務顧問契約を結

んでおり、定期的に税務監査を受けております。

⑦ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を年７回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりで

あります。

氏名 開催回数 出席回数

吉村 恭彰 7 7

吉村 次生 7 7

江口 竜次 7 7

川上 眞吾 7 7

土田 哲也 5 5

大石 英雄 5 5

田中 雅敏 7 7

裵 英洙 7 7

取締役会における具体的な検討内容として、経営計画や投資計画、業務資本提携、稟議承認事項、懲戒処分事

項および各制度の新設・改定などがあります。
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b.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近一年間（最近事業年度の末日からさかのぼって

１カ年）における実施状況

当社の経営戦略の立案を担当する経営企画部を中心に、当社におけるコーポレート・ガバナンスのあり方やグル

ープ全体を視野に入れた経営管理体制の在り方、企業倫理の遵守等について引き続き検討を重ねております。

その結果として、前述のとおり、執行役員制度や、取締役の任期１年制、ならびに社外監査役や社外取締役の選

任等を柱とした経営機構改革を継続しております。また、会社法に伴う「業務の適正を確保するための体制」につ

いて、取締役会にて決議した基本方針に沿って内部統制の強化に取り組んでおります。特に、主要子会社を含めた

グループ全体の内部統制体制を強化していくために、監査役、内部統制室が、グループ各社主要会議への出席や外

部監査の立会いを行い、各社のモニタリングを行うとともに、各社間の情報共有と連携を図っております。さら

に、リスク管理の強化をめざして主要なグループ各社の内部監査を実施しております。

今後とも、現状の経営管理体制に甘んじることなく、経営の透明性の向上と法令遵守の経営を徹底していくため

に、各種委員会（委員会等設置会社ではないため、法律に基づかない委員会）等の設置を含め、積極的に革新的な

取り組みを継続して実施してまいります。

c.取締役及び監査役の選任の決議要件

当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役については累積投票によらないものとす

る旨定款に定めております。

d.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

① 取締役、監査役、会計監査人の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役、監査役、会計監査人（取締役、

監査役、会計監査人であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除

することができる旨を定款に定めております。これは、取締役、監査役、会計監査人が期待される役割を十分に発

揮できることを目的とするものであります。

② 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、

株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役

会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

e.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。

f.責任限定契約の内容の概要

当社は社外監査役との間において、会社法第427条第１項の規定により、会社法第423条第１項の賠償責任を限定

する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

g.役員の報酬の内容

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役の報酬等の総額は、株主総会の決議により定めております。取締役の報酬等については、基本報酬と賞

与により構成されており、基本報酬については予め取締役会において決定した当社内規に基づき役位に応じて支

給することになっております。また、賞与については各事業年度の連結業績を勘案し、取締役会において支給総

額を決定することになっております。なお、賞与の個別支給金額については代表取締役社長に一任されておりま

す。

監査役の報酬等の総額は、株主総会の決議により定めております。なお、各監査役の個別支給金額については

監査役の協議により決定しております。
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② 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区分 支給人員 支給額

取 締 役

（うち社外取締役）

8名 87百万円

(2名) (7百万円)

監 査 役

（うち社外監査役）

4名 27百万円

(2名) (4百万円)

合 計 12名 115百万円

(注)１．取締役の報酬等の額は、2009年６月19日開催の第１期定時株主総会での決議により年額１億50百万円以内

となっております。

２．監査役の報酬等の額は、2009年６月19日開催の第１期定時株主総会での決議により年額50百万円以内とな

っております。

３．上記の支給額には、以下のものが含まれております。

・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額９百万円

取締役 ５名 ７百万円

監査役 ２名 ２百万円（うち社外監査役 ０名 －百万円）

４．当事業年度に支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

５．社外役員が親会社及び子会社等から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

６．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

代表取締役

会長
吉村 恭彰 1953年10月17日生

1980年７月 吉村薬品㈱（現㈱アステム）入社

1986年６月 同社取締役

1987年６月 同社常務取締役

1989年６月 同社専務取締役

1991年６月 同社代表取締役副社長

1994年４月 同社代表取締役社長

2008年10月 当社代表取締役社長

2014年５月 ㈱サン・ダイコー取締役会長（現任）

2017年４月 ㈱アステム代表取締役会長（現任）

2017年11月 大分商工会議所会頭（現任）

2023年４月 当社代表取締役会長（現任）

下記(注)

４記載の

とおり

850

代表取締役

社長
吉村 次生 1956年５月10日生

1983年４月 吉村薬品㈱（現㈱アステム）入社

1998年４月 同社取締役

1999年４月 同社常務取締役

2003年６月 同社代表取締役専務

2005年４月 同社代表取締役副社長

2008年10月 当社取締役

2009年４月 当社代表取締役副社長

2017年４月 ㈱アステム代表取締役社長（現任）

2023年４月 当社代表取締役社長（現任）

下記(注)

４記載の

とおり

277

取締役

専務執行役員

統括管理本部長

江口 竜次 1964年７月９日生

1988年３月 吉村薬品㈱（現㈱アステム）入社

2014年４月 当社執行役員経営企画部長

2018年６月 当社取締役執行役員統括本部経営企画部長

2023年４月 当社取締役常務執行役員統括本部長

2025年４月
当社取締役専務執行役員統括管理本部長

（現任）

下記(注)

４記載の

とおり

－

取締役

専務執行役員

経営戦略本部長
土田 哲也 1964年３月６日生

2015年10月 ㈱アステム入社

2016年４月 同社執行役員メディカル推進部長

2018年４月 同社執行役員メディカル営業本部長

2018年６月 同社取締役執行役員メディカル営業本部長

2019年４月
同社取締役常務執行役員メディカル営業本

部長

2024年４月 同社取締役専務執行役員Ｒ＆Ｄ本部長

2024年６月 当社取締役

2025年４月
当社取締役専務執行役員経営戦略本部長

（現任）

下記(注)

４記載の

とおり

－

取締役 大石 英雄 1977年７月31日生

2012年４月 ㈱アステム入社

2019年４月
同社執行役員メディカル営業本部診断支援

部長

2021年６月 同社取締役執行役員医薬営業本部副本部長

2023年４月 同社取締役常務執行役員医療営業本部長

2024年４月 同社取締役副社長執行役員営業本部長

2024年６月 当社取締役（現任）

2025年４月 ㈱アステム取締役副社長（現任）

下記(注)

４記載の

とおり

125
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役 田中 雅敏 1971年12月17日生

1999年４月 弁護士登録

2001年３月 弁理士登録

2010年１月
明倫国際法律事務所開設

代表パートナー弁護士 就任（現任）

2011年４月 INPIT知財総合支援窓口法務専門家

2019年７月 ベトナム外国弁護士登録

2020年４月
シンガポール国際商事裁判所 認証代理人

弁護士登録

2021年４月
JETRO新輸出大国エキスパート（法務分

野）

2021年６月 慶應義塾大学総合政策学部 企業法 講師

2023年６月 当社取締役（現任）

2025年４月 公認不正検査士認定

下記(注)

４記載の

とおり

－

取締役 裵 英洙 1972年９月30日生

1998年５月 医師国家試験合格

1998年同月
金沢大学医学部附属病院第一外科

（現 先進総合外科）入局

2004年９月 医学博士取得（PhD)

2009年３月
慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了

(MBA)

2014年10月 ハイズ株式会社 設立 代表取締役

2017年10月

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 特

任教授（現任）

慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研

究科 特任教授（現任）

2023年６月 当社取締役（現任）

下記(注)

４記載の

とおり

－

常勤監査役 工藤 洋市 1961年10月14日生

1993年２月 ㈱ダイコー（現㈱アステム）入社

2011年４月 当社内部監査部部長

2014年４月 当社社長室室長

2020年６月 当社監査役（現任）

下記(注)

５記載の

とおり

9

常勤監査役 梁井 和博 1962年７月４日生

1989年３月 吉村薬品㈱（現㈱アステム）入社

2020年４月
㈱リードヘルスケア執行役員事業推進本部

プロモーション部長

2022年６月
㈱リードヘルスケア取締役執行役員管理本

部長

2024年６月 当社監査役（現任）

下記(注)

５記載の

とおり

50

監査役 岩崎 哲朗 1950年２月16日生

1977年４月 弁護士登録

1978年４月
岩崎哲朗法律事務所（現弁護士法人アゴ

ラ）開設

2006年６月 ㈱アステム監査役

2008年10月 当社監査役（現任）

下記(注)

５記載の

とおり

5

監査役 三嶋 良英 1969年４月12日生

2000年５月 公認会計士登録

2007年４月

公認会計士三嶋良英事務所

(現公認会計士税理士三嶋良英事務所)開業

（現任）

2007年８月 税理士登録

2023年６月 当社監査役（現任）

下記(注)

６記載の

とおり

－

計 1,316

（注）１．取締役 田中雅敏、裵英洙は、社外取締役であります。

２．監査役 岩崎哲朗、三嶋良英は、社外監査役であります。

３．代表取締役社長 吉村次生は、代表取締役会長 吉村恭彰の実弟であります。

４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

５．2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
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② 社外役員の状況

当社では、法律に基づく委員会等の設置はしておらず、従来からの監査役制度を引き続き採用しております。ま

た、監査役は３名以上とする旨定款に定めております。当社の監査役会は４名で構成されており、うち２名が社外

監査役であり、２名は常勤監査役として常時執務しております。常勤監査役および非常勤監査役は取締役会に常時

出席しており、常勤監査役は、その他の社内及びグループの重要会議にも積極的に参加しております。

取締役は３名以上とする旨定款に定めております。取締役会については、取締役総数７名のうち２名が社外取締

役であり、当社の業務執行に携わらない社外役員を積極的に採用することで、適時適切なアドバイスを受けるとと

もに、経営の監督機能の強化に努めております。なお、取締役の任期は１年間であり、環境変化への対応と責任及

び評価の明確化を図っております。

③ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役２名のうち１名は弁護士であり、当社の顧問弁護士事務所の代表を兼務しております。また、

もう1名は医師であり、当社との取引関係、利害関係はありません。社外監査役２名のうち１名は弁護士、１名は

税理士・公認会計士であり、当社との利害関係、取引関係はありません。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としておりま

す。

（３）【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社における監査役監査は、監査役４名で監査役会を構成しております。

当事業年度において当社は監査役会を年６回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ

ります。

氏名 開催回数 出席回数

工藤 洋市 6 6

梁井 和博 4 4

岩崎 哲朗 6 6

三嶋 良英 6 6

監査役会における主な検討事項として、下記の項目を設定しております。

a．業務運営の適法性および企業集団としての企業行動規範の遵守状況

b．取締役会による経営判断の妥当性

c．内部統制システムの構築と運用状況

d．会計監査人による会計監査の相当性

e．企業の社会的責任の遂行とリスクマネジメントの状況

f．グループ会社監査役との連携

また、常勤の監査役の活動として、下記の項目に取り組んでおります。

a．重要会議への出席：取締役会、事業毎の主要会議、プロジェクト方針会議、コンプライアンス委員会、与

信管理委員会等

b．重要文書（稟議決裁文書、取締役会議議事録、事業毎の主要会議議事録、事件事故の顛末書等）の閲覧

c．三様監査：会計監査人との定例会合（定期１回／四半期）・監査同行、内部統制室との定例会合（定期１

回／月）・往査同行

d．グループ会社監査役との連携：グループ会社監査役連絡会開催（１回／年）

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、社長直轄の内部統制室（本報告書提出日現在５名の体制で構成）が、年間内部監査計

画にもとづき実施しており、フォレストグループの経営活動全般にわたる制度および業務の執行状況を適法性と妥

当性の観点から公正かつ独立の立場で検討・評価し、必要に応じて助言・勧告を行っております。

内部監査部門（現内部統制室）は、会計監査人による定期及び随時の会計監査において、会計監査人より依頼の

監査資料の準備及び監査対象部門との調整を行うとともに、適宜、情報交換を行う機会を設け、適切な連携関係を

築いております。

内部監査の結果は、監査終了後に遅滞なく監査報告書を作成し、代表取締役社長、各担当役員、取締役会および

執行役員に報告するとともに、監査役会にも報告され、監査役監査との連携を図っております。さらにグループ各

社内部監査部門との意見交換会を半期毎に開催し、監査施策や監査結果に係る情報を共有しております。

また、内部監査において実効性を確保するため被監査部門に対して指摘や改善提案を行った場合は、部門の責任

者に対して改善結果や改善方針等を記載した回答書を求めており、その回答書の内容を検証するために監査責任者

の判断により、必要であればフォローアップ監査を実施しております。フォローアップの検証結果は半期に一度程

度、担当役員および監査役会に報告しております。
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③ 会計監査の状況

a. 監査法人等の名称

貞閑公認会計士共同事務所

b. 継続監査期間

業務を執行した公認会計士の継続監査期間が７会計期間を超えないため、記載しておりません。

c. 業務を執行した公認会計士

川野 嘉久 氏

染矢 尭志 氏

d. 監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制

当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士６名、その他１名で構成されております。

なお、監査証明に対する審査体制としては、他の公認会計士による審査を受けております。

e. 監査法人等の選定方針と理由

当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定の実務指

針」に沿って、下記の項目を設定し、会計監査人を選定しております。

イ．会計監査人の品質管理に問題はないか。

ロ．監査チームは独立性を保持しているか。

ハ．監査報酬等の内容・水準は適切か。

ニ．監査役等との有効なコミュニケーションを行っているか。

ホ．経営者や内部監査部門との有効なコミュニケーションを行っているか。

ヘ．グループ監査への対応が可能か。

ト．不正リスクに十分な配慮をした監査計画を適切に実行しているか。

f. 監査役及び監査役会による監査法人等の評価

当社の監査役及び監査役会は、「評価基準の実務指針」に沿って会計監査人の評価を行い、総合的に相当であ

ると判断しております。

イ．会計監査人の品質管理に関して、日本公認会計士協会等による品質管理レビューや公認会計士・監査審査

会による検査結果を聴取し、適格であることを確認しております。

ロ．監査チーム全員の「独立性のチェックリスト」により独立性を確認し、また９名中、８名が公認会計士の

資格を持ち必要な専門知識をもつ監査チームであることを確認しております。

ハ．当該期間の監査実績、監査報告並びに前年度実績比較等を確認して、監査報酬等の水準ならびに効率性は

適切であると判断しております。

ニ．監査役及び監査役会と現場往査や適宜情報・意見交換し有効なコミュニケーションを確保しております。

ホ．当該期間において代表取締役をはじめとする経営者等ならびに経理部門、内部監査部と適時情報・意見交

換し有効なコミュニケーションを確保しました。

ヘ．監査チームは当社グループの事業内容や管理体制等を十分理解し、不正リスクや予兆に有効な監査計画を

立案しこれを実行しました。

g.監査人の異動

該当事項はありません。
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④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 18 － 19 －

連結子会社 14 － 14 －

計 33 － 34 －

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）

該当事項はありません。

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査委嘱者（株式会社フォレストホー

ルディングス）と監査受嘱者（貞閑公認会計士共同事務所）とで会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこ

と並びに公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定め

る特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、双方の同意

の下、締結した監査契約書によるものであります。

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をした

理由は、当該期間の監査実績、監査報告並びに前年度実績比較等を確認して、監査報酬等の水準ならびに効率性

は相当であると判断、同意しております。

（４）【役員の報酬等】

当社は、非上場のため、記載しておりません。

（５）【株式の保有状況】

当社は、非上場のため、記載しておりません。
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第５ 【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号。）

に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2024年４月１日から2025年３月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2024年４月１日から2025年３月31日まで）の財務諸表について、貞閑公認会計

士共同事務所 公認会計士 川野 嘉久 氏及び、貞閑公認会計士共同事務所 公認会計士 染矢 尭志 氏により

監査を受けております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※4 44,452 ※4 38,235

受取手形及び売掛金 ※1,※7 97,258 ※1 95,201

電子記録債権 ※7 755 797

有価証券 1,000 -

商品及び製品 28,813 34,082

その他 13,377 13,822

貸倒引当金 △199 △175

流動資産合計 185,458 181,963

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※4 12,170 ※4 12,984

機械装置及び運搬具（純額） 804 726

土地 ※4 18,317 ※4 19,649

リース資産（純額） 163 122

建設仮勘定 1,099 899

その他（純額） 664 1,110

有形固定資産合計 ※3 33,219 ※3 35,493

無形固定資産

その他 6,533 6,446

無形固定資産合計 6,533 6,446

投資その他の資産

投資有価証券 ※2,※4 53,075 ※2,※4 57,347

長期貸付金 2,329 2,495

退職給付に係る資産 1,708 2,008

繰延税金資産 115 205

その他 4,954 4,586

貸倒引当金 △604 △487

投資損失引当金 △53 △78

投資その他の資産合計 61,525 66,078

固定資産合計 101,278 108,018

資産合計 286,736 289,982
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※4,※7 122,307 ※4 119,315

電子記録債務 ※7 4,416 4,229

リース債務 112 100

未払法人税等 1,040 1,519

賞与引当金 988 889

役員賞与引当金 73 52

固定資産撤去費用引当金 62 104

その他 5,392 4,688

流動負債合計 134,393 130,899

固定負債

リース債務 178 92

繰延税金負債 10,119 11,234

独占禁止法関連損失引当金 1,463 1,463

その他 458 406

固定負債合計 12,219 13,197

負債合計 146,613 144,097

純資産の部

株主資本

資本金 3,000 3,000

資本剰余金 3,859 3,859

利益剰余金 106,609 110,899

自己株式 △3,640 △3,649

株主資本合計 109,828 114,109

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 25,119 26,398

退職給付に係る調整累計額 796 835

その他の包括利益累計額合計 25,915 27,233

非支配株主持分 4,379 4,540

純資産合計 140,123 145,884

負債純資産合計 286,736 289,982
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

売上高 ※1 504,770 ※1 510,456

売上原価 465,188 469,503

売上総利益 39,582 40,953

販売費及び一般管理費

報酬及び給料手当 17,057 16,782

荷造運搬費 2,848 2,893

福利厚生費 3,506 3,457

減価償却費 1,421 2,766

賞与引当金繰入額 988 889

役員賞与引当金繰入額 73 52

退職給付費用 518 387

その他 7,010 7,353

販売費及び一般管理費合計 33,424 34,583

営業利益 6,158 6,370

営業外収益

受取利息 54 91

受取配当金 845 924

持分法による投資利益 125 125

不動産賃貸料 210 235

投資事業組合運用益 304 -

貸倒引当金戻入額 244 140

その他 114 206

営業外収益合計 1,899 1,724

営業外費用

支払利息 0 0

投資事業組合運用損 14 120

その他 41 29

営業外費用合計 57 150

経常利益 8,000 7,944
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 ※2 83 ※2 69

投資有価証券売却益 39 132

投資損失引当金戻入額 264 -

抱合せ株式消滅差益 19 -

特別利益合計 407 201

特別損失

固定資産売却損 ※3 45 ※3 0

固定資産除却損 ※4 133 ※4 18

減損損失 ※5 357 ※5 270

投資有価証券売却損 - 0

投資有価証券評価損 575 151

投資損失引当金繰入額 13 25

固定資産撤去費用引当金繰入額 62 104

特別損失合計 1,187 571

税金等調整前当期純利益 7,220 7,573

法人税、住民税及び事業税 1,914 2,362

法人税等調整額 36 △30

法人税等合計 1,950 2,331

当期純利益 5,269 5,242

非支配株主に帰属する当期純利益 159 220

親会社株主に帰属する当期純利益 5,109 5,021



― 39 ―

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当期純利益 5,269 5,242

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,759 1,240

退職給付に係る調整額 626 41

持分法適用会社に対する持分相当額 8 △1

その他の包括利益合計 ※1 2,393 ※1 1,281

包括利益 7,662 6,523

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 7,478 6,340

非支配株主に係る包括利益 184 183
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,000 3,859 102,165 △3,635 105,389

当期変動額

剰余金の配当 △665 △665

親会社株主に帰属す

る当期純利益
5,109 5,109

自己株式の取得 △5 △5

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 4,444 △5 4,438

当期末残高 3,000 3,859 106,609 △3,640 109,828

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 23,366 180 23,546 4,217 133,153

当期変動額

剰余金の配当 △665

親会社株主に帰属す

る当期純利益
5,109

自己株式の取得 △5

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,753 615 2,368 162 2,530

当期変動額合計 1,753 615 2,368 162 6,969

当期末残高 25,119 796 25,915 4,379 140,123
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当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,000 3,859 106,609 △3,640 109,828

当期変動額

剰余金の配当 △731 △731

親会社株主に帰属す

る当期純利益
5,021 5,021

自己株式の取得 △8 △8

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 4,290 △8 4,281

当期末残高 3,000 3,859 110,899 △3,649 114,109

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 25,119 796 25,915 4,379 140,123

当期変動額

剰余金の配当 △731

親会社株主に帰属す

る当期純利益
5,021

自己株式の取得 △8

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,278 39 1,318 161 1,479

当期変動額合計 1,278 39 1,318 161 5,760

当期末残高 26,398 835 27,233 4,540 145,884



― 42 ―

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 7,220 7,573
減価償却費 1,421 2,766
減損損失 357 270
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △110 △222
賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △98
役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10 △21
貸倒引当金の増減額（△は減少） △303 △141
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減
少）

△191 -

受取利息及び受取配当金 △899 △1,016
支払利息 0 0
持分法による投資損益（△は益） △125 △125
投資有価証券売却損益（△は益） △39 △131
投資有価証券評価損益（△は益） 575 151
投資事業組合運用損益（△は益） △289 120
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 95 △50
売上債権の増減額（△は増加） △2,683 2,014
棚卸資産の増減額（△は増加） 2,166 △5,268
差入保証金の増減額（△は増加） 20 342
その他の資産の増減額（△は増加） △323 △768
仕入債務の増減額（△は減少） 2,023 △3,179
その他 163 △758
小計 9,089 1,459
利息及び配当金の受取額 1,044 1,094
利息の支払額 △0 △0
法人税等の支払額 △2,125 △1,725
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,007 827

投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入 500 1,000
有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,946 △5,137
有形及び無形固定資産の売却による収入 205 100
固定資産の除却による支出 △51 △70
投資有価証券の取得による支出 △2,091 △2,260
投資有価証券の売却による収入 48 133
投資事業組合からの分配による収入 57 1
貸付けによる支出 △862 △167
貸付金の回収による収入 337 231
投資活動によるキャッシュ・フロー △8,802 △6,168

財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出 △5 △8
配当金の支払額 △665 △731
非支配株主への配当金の支払額 △22 △22
リース債務の返済による支出 △112 △112
財務活動によるキャッシュ・フロー △805 △875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,601 △6,216
現金及び現金同等物の期首残高 44,968 43,388
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

20 -

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 43,388 ※1 37,171
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 6社

連結子会社は、㈱アステム、㈱リードヘルスケア、㈱サン・ダイコー、㈱ダイコー沖縄、藤村薬品㈱、㈱

フォレストサービスの６社であります。

(2) 非連結子会社名

非連結子会社は、㈱ケンミン、㈱メディクリーン、㈱グリーンウェーブ、㈱スターネット、協和化学㈱、

うすき製薬㈱、日本ヘルスケア製薬㈱、㈱セーフマスター、㈱ｏｈａｎａ本舗、㈱沖縄三和メディカル、

㈱つえエーピー、㈱エフズクリエイト、㈱シンガサナ・ウナギ・インドネシア、㈱創健、㈱西日本ジェネ

リック、吉村不動産㈱、㈱エフズ農園、㈱大分みらい水産、池亀酒造㈱、㈱クラックス、㈱ブリッジ、ナ

チュラル㈱、ナチュラルブレスト㈱、㈱ＩＦＪ、㈱宮の陣薬局の25社であります。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社25社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社 1社

㈱九州オープンラボラトリーズ

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社（㈱ＮＰＣ他8社）は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が無いため持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、全て連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

・満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）

を採用しております。

市場価格のない株式等

主として移動平均法による原価法を採用しております。

②棚卸資産

主に、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ５～17年

その他 ５～20年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②投資損失引当金

非連結子会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して必要額を計上しており

ます。

③賞与引当金

従業員（管理職を除く）の賞与支給に備えるため、翌連結会計年度賞与支給見込額のうち当連結会計年

度に負担すべき額（夏季賞与支給見込額）を計上しております。

④役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。

⑤固定資産撤去費用引当金

固定資産の撤去工事に伴う費用に備えるため、見積額を計上しております。

⑥独占禁止法関連損失引当金

独占禁止法に関連した損失に備えるため、将来発生しうる損失の見積額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしてお

ります。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

③その他

一部の連結子会社において、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己

都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業において、主に商品等の引き渡

し、又は、役務提供の義務を負っております。また当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する

通常の時点）は以下のとおりであります。

①医薬品等卸販売事業

当該販売については代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。

なお、機器関連等の販売及び役務の提供については顧客に引き渡された時点又は顧客が検収した時点で

収益を認識しております。

また、当該販売及び役務の提供のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについて

は、他の当事者が提供する商品等と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収

益として認識しております。

②その他の事業

当該販売については、顧客に引き渡された時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しております。

また、当該販売のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事

者が提供する商品等と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識

しております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(重要な会計上の見積り)

（関係会社に対する投融資の評価）

① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

投資有価証券（関係会社株式） 3,691 4,350

貸付金（関係会社） 2,430 2,356

② 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

市場価格のない関係会社株式については、当該発行体の純資産に占める持分相当額（実質価額）が帳簿価額

よりも30％以上下落した場合には減損の必要性を検討し、実行可能で合理的な事業計画等に基づき回復可能性

を考慮して、減損処理、あるいは投資損失引当金の計上の要否を検討しております。

また、関係会社に対する貸付金についても、事業計画等に基づく弁済能力を評価して、貸倒引当金の計上の

要否を検討しております。

③ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

投融資先の取得可能な財務情報、事業計画、事業環境等を基礎として回復可能性を見積っております。

④ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

投融資先の業績において実績値が将来の事業計画を下回る場合には、追加の評価損が計上される可能性があ

ります。

（独占禁止法関連損失引当金）

① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

独占禁止法関連損失引当金 1,463 1,463

② 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

当社及び連結子会社である株式会社アステムが、2023年３月に公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除

措置命令を受けたことに伴い、将来発生の可能性がある支払いに備えるため、独占禁止法関連損失引当金を計

上しております。この見積りは、契約条項に定める内容を勘案し、算出しております。

③ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

契約条項に定められた違約金割合等を基礎として見積りを行っております。

④ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

最善の見積りにより独占禁止法関連損失引当金を計上しておりますが、契約先の意向による不確実性が含ま

れているため、その見積りの前提とした仮定が実際と異なる場合には、翌連結会計年度の損益に影響を与える

可能性があります。
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(会計方針の変更)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３

項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28

号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っております。なお、これによる連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表に

おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しており

ます。なお、これによる前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

連結財務諸表に与える影響額については、現時点で算定中であります。

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「リース投資資産」、「投資その他の資産」

の「リース投資資産」は重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、それぞれ「その他」に含めて表示して

おります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「リース投資資産」23百万円、「その

他」13,354百万円は、「その他」13,377百万円、「投資その他の資産」の「リース投資資産」19百万円、「その

他」4,935百万円は、「その他」4,954百万円として組み替えております。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額（△は増加）」に

含めておりました「投資事業組合運用損益（△は益）」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記す

ることとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行って

おります。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他の資産の増減額（△は増加）」に表示していた△613百万円は、「投資事業組合運用損益（△は益）」△

289百万円、「その他の資産の増減額（△は増加）」△323百万円として組み替えております。
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(連結貸借対照表関係)

※１ 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

受取手形 310百万円 213百万円

売掛金 96,948 〃 94,987 〃

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

投資有価証券（株式） 3,691百万円 4,350百万円

※３ 有形固定資産の減価償却累計額

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 20,692百万円 21,477百万円

※４ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

建物及び構築物 49百万円 47百万円

土地 986 〃 986 〃

投資有価証券 1,768 〃 1,419 〃

定期預金 15 〃 15 〃

計 2,819百万円 2,468百万円

担保付債務は、次のとおりであります。

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

支払手形及び買掛金 2,166百万円 1,761百万円

計 2,166百万円 1,761百万円

５ 偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金等に対して次のとおり保証を行っております。

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

㈱宮の陣薬局 80百万円 ㈱宮の陣薬局 64百万円

㈱ケンミン 0 〃 ㈱ケンミン 0 〃

計 80百万円 計 65百万円

６ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

当座貸越極度額の総額 21,500百万円 21,500百万円

借入実行残高 － 〃 － 〃

差引額 21,500百万円 21,500百万円

※７ 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

受取手形 39百万円 －百万円

電子記録債権 51 〃 － 〃

支払手形 14 〃 － 〃

電子記録債務 867 〃 － 〃
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(連結損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係） １．顧客との契約から生じる収益を分解

した情報」に記載しております。

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

至 2025年３月31日)

建物及び構築物 39百万円 21百万円

機械装置及び運搬具 － 〃 1 〃

土地 42 〃 46 〃

その他（有形固定資産） 1 〃 0 〃

計 83百万円 69百万円

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

至 2025年３月31日)

建物及び構築物 11百万円 －百万円

土地 32 〃 0 〃

その他（有形固定資産） 0 〃 0 〃

計 45百万円 0百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

至 2025年３月31日)

建物及び構築物 129百万円 11百万円

機械装置及び運搬具 1 〃 0 〃

その他（有形固定資産） 2 〃 6 〃

計 133百万円 18百万円

※５ 減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

大分県佐伯事業所等14カ所 事業用資産 建物及び構築物等 357

資産のグルーピングは、事業用資産については営業拠点単位で、賃貸用資産及び遊休資産については個別物件単位

で行っております。

事業用資産については、収益性の悪化が見られると同時に短期間において収益性の回復が見込まれない物件につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産の帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

※減損損失の内訳

・事業用資産 357（内、建物及び構築物225、機械装置及び運搬具4、土地113、有形リース資産0、その他（有形固

定資産）13）百万円

なお、各資産グループの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額は、主と

して公示価格等を基準として評価し、使用価値については将来キャッシュ・フローを３％で割り引いて算定しており

ます。
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当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

鹿児島県奄美市事業所等10カ所 事業用資産 建物及び構築物等 39

宮崎県都城市事業所等６ヶ所 遊休資産 建物及び構築物、土地等 230

資産のグルーピングは、事業用資産については営業拠点単位で、賃貸用資産及び遊休資産については個別物件単位

で行っております。

事業用資産については、収益性の悪化が見られると同時に短期間において収益性の回復が見込まれない物件につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産の帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

※減損損失の内訳

・事業用資産 39（内、建物及び構築物20、土地0、その他（有形固定資産）18）百万円

・遊休資産 230（内、建物及び構築物136、土地90、その他（有形固定資産）4）百万円

なお、各資産グループの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額は、主と

して公示価格等を基準として評価し、使用価値については将来キャッシュ・フローを３％で割り引いて算定しており

ます。

(連結包括利益計算書関係)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

（百万円）
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 2,196 2,261

組替調整額 108 △0

法人税等及び税効果調整前 2,304 2,260

法人税等及び税効果額 △544 △1,020

その他有価証券評価差額金 1,759 1,240

退職給付に係る調整額

当期発生額 937 211

組替調整額 △29 △133

法人税等及び税効果調整前 908 78

法人税等及び税効果額 △282 △36

退職給付に係る調整額 626 41

持分法適用会社に対する持分相当額

当期発生額 9 0

組替調整額 △0 △1

持分法適用会社に対する持分相当額 8 △1

その他の包括利益合計 2,393 1,281
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 37,206 － － 37,206

合計 37,206 － － 37,206

自己株式

普通株式 3,930 5 － 3,935

合計 3,930 5 － 3,935

（注）自己株式の数の増加 ５千株は、単元未満株式の買取りによる増加５千株であります。

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当
額(円)

基準日 効力発生日

2023年４月26日

取締役会
普通株式 665 20 2023年３月31日 2023年６月９日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年４月26日

取締役会
普通株式 731 利益剰余金 22 2024年３月31日 2024年６月14日

当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 37,206 － － 37,206

合計 37,206 － － 37,206

自己株式

普通株式 3,935 8 － 3,944

合計 3,935 8 － 3,944

（注）自己株式の数の増加 ８千株は、単元未満株式の買取りによる増加８千株であります。

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当
額(円)

基準日 効力発生日

2024年４月26日

取締役会
普通株式 731 22 2024年３月31日 2024年６月14日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年４月28日

取締役会
普通株式 731 利益剰余金 22 2025年３月31日 2025年６月13日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

至 2025年３月31日)

現金及び預金 44,452百万円 38,235百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,064百万円 △1,064百万円

現金及び現金同等物 43,388百万円 37,171百万円

(リース取引関係)

１ ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主として、営業用車両（機械装置及び運搬具）であります。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 （2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法」に記載のとおりであります。

２ オペレーティング・リース取引

（貸主側）

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

１年内 78 78

１年超 2,639 2,561

合計 2,717 2,639
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(金融商品関係)

１ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用規程に従い、安全かつ有利に運用することにより、経営上必要な収益及び長期的な資

産形成を図ることを原則として運用を行っております。一時的な余剰資金は主に流動性の高い金融資産で運用して

おります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変

動リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

ⅰ 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社及び連結子会社は、債権管理規程に従い、営業債権及び貸付金について、各事業会社における営業管理担

当部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高管理をするとともに、財務状況

の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ⅱ 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状態等を把握し、市況や

取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

ⅲ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、連結子会社及び各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、

手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。
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２ 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等

は、次表には含まれておりません（(*1)、(*2)を参照ください。）。また、「現金及び預金」「受取手形及び売掛

金」「支払手形及び買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ものであることから、記載を省略しております。

前連結会計年度（2024年３月31日）

連結貸借対照表計上額

（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

(1) 有価証券及び投資有価証券(*1,*2,*3)

① 満期保有目的の債券 3,400 3,376 △23

② その他有価証券 44,921 44,921 －

資産計 48,321 48,298 △23

(*1) 市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸

借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度（百万円）

非上場株式等 4,553

(*2) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については含めておりま

せん。当該出資の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度（百万円）

組合出資金 1,200

(*3) 投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなして

おり、当該投資信託が含まれております。

当連結会計年度（2025年３月31日）

連結貸借対照表計上額

（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

(1) 有価証券及び投資有価証券(*1,*2,*3)

① 満期保有目的の債券 3,400 3,339 △60

② その他有価証券 47,869 47,869 －

資産計 51,269 51,209 △60

(*1) 市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸

借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式等 4,939

(*2) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については含めておりま

せん。当該出資の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（百万円）

組合出資金 1,138

(*3) 投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなして

おり、当該投資信託が含まれております。
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(注１)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2024年３月31日）

１年以内

（百万円）

１年超

５年以内

（百万円）

５年超

10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

現金及び預金 44,452 － － －

受取手形及び売掛金 97,258 － － －

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券（その他） 1,000 2,300 － 100

合計 142,710 2,300 － 100

当連結会計年度（2025年３月31日）

１年以内

（百万円）

１年超

５年以内

（百万円）

５年超

10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

現金及び預金 38,235 － － －

受取手形及び売掛金 95,201 － － －

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券（その他） － 3,000 － 400

合計 133,437 3,000 － 400



― 55 ―

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類して

おります。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の

対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ

ンプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2024年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 41,186 － － 41,186

債券 － － － －

その他 － 3,342 － 3,342

資産計 41,186 3,342 － 44,528

当連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 43,953 － － 43,953

債券 － － － －

その他 － 3,547 － 3,547

資産計 43,953 3,547 － 47,500

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度(2024年３月31日)

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券

国債・地方債等 － － － －

その他 － 3,376 － 3,376

資産計 － 3,376 － 3,376

当連結会計年度(2025年３月31日)

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券

国債・地方債等 － － － －

その他 － 3,339 － 3,339

資産計 － 3,339 － 3,339



― 56 ―

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

上場株式及びその他満期保有目的の債券は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されて

いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有しているその他満期保有目的の債券及

びその他の金融商品は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレ

ベル２の時価に分類しております。

４．一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなす投資信託

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなす投資信託については、３．

金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の開示を行っておりません。当該投資信託の連結貸借対照表計上額

は前連結会計年度393百万円、当連結会計年度369百万円であります。

(1) 期首残高から期末残高への調整表は以下のとおりであります。

（百万円）

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

至 2025年３月31日)

期首残高 386 393

当期の損益又はその他の包括利益

損益に計上 － －

その他の包括利益に計上(*1) 7 △24

購入、売却、償還

購入 － －

売却 － －

償還 － －

投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 393 369

投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 － －

期末残高 393 369

(*1) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。



― 57 ―

(有価証券関係)

有価証券

１ 満期保有目的の債券

前連結会計年度（2024年３月31日）

種類

連結貸借対照表

計上額

(百万円)

時価

(百万円)

差額

(百万円)

時価が連結貸借対照

表計上額を超えるも

の

(1)国債・地方債等 － － －

(2)その他 500 512 12

小計 500 512 12

時価が連結貸借対照

表計上額を超えない

もの

(1)国債・地方債等 － － －

(2)その他 2,900 2,864 △35

小計 2,900 2,864 △35

合計 3,400 3,376 △23

当連結会計年度（2025年３月31日）

種類

連結貸借対照表

計上額

(百万円)

時価

(百万円)

差額

(百万円)

時価が連結貸借対照

表計上額を超えるも

の

(1)国債・地方債等 － － －

(2)その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対照

表計上額を超えない

もの

(1)国債・地方債等 － － －

(2)その他 3,400 3,339 △60

小計 3,400 3,339 △60

合計 3,400 3,339 △60

２ その他有価証券

前連結会計年度（2024年３月31日）

種類

連結貸借対照表

計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1)株式 41,105 6,261 34,844

(2)債券 － － －

(3)その他 3,735 2,078 1,657

小計 44,840 8,339 36,501

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1)株式 81 84 △3

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

小計 81 84 △3

合計 44,921 8,424 36,497

(注)非上場株式等（連結貸借対照表計上額4,553百万円）及び組合出資金の一部（連結貸借対照表計上額1,200百万

円）については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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当連結会計年度（2025年３月31日）

種類

連結貸借対照表

計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1)株式 43,254 6,293 36,961

(2)債券 － － －

(3)その他 3,916 2,034 1,882

小計 47,170 8,327 38,843

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1)株式 698 734 △35

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

小計 698 734 △35

合計 47,869 9,061 38,807

(注)非上場株式等（連結貸借対照表計上額4,939百万円）及び組合出資金の一部（連結貸借対照表計上額1,138百万

円）については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

３ 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

種類
売却額

(百万円)

売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

株式 48 39 －

当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

種類
売却額

(百万円)

売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

株式 133 132 0

４ 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、有価証券について575百万円(その他有価証券で時価評価されていない非上場株式460百万

円)減損処理を行っております。

当連結会計年度において、有価証券について151百万円(その他有価証券で時価評価されていない非上場株式151百万

円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたって、時価のある株式については、決算日の市場価格が帳簿価額よりも30％以上下落した場

合には減損の必要性を検討し、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

時価評価されていない非上場株式については、当該発行体の純資産に占める持分相当額（実質価額）が帳簿価額よ

りも30％以上下落した場合には減損の必要性を検討し、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処

理を行っております。
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(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度（ＤＢ）及び退職一時金制度を、確定拠出

型の制度として確定拠出年金制度（ＤＣ）を導入しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う

場合があります。

なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算し

ております。

２．確定給付制度（簡便法を適用した制度を除く）

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

退職給付債務の期首残高 8,879 8,510
勤務費用 571 537
利息費用 51 74
数理計算上の差異の発生額 △229 △404
退職給付の支払額 △762 △867

退職給付債務の期末残高 8,510 7,851

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

年金資産の期首残高 9,579 10,226
期待運用収益 191 204
数理計算上の差異の発生額 707 △193
事業主からの拠出額 510 493
退職給付の支払額 △762 △867

年金資産の期末残高 10,226 9,864

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表
（百万円）

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 8,510 7,851
年金資産 △10,226 △9,864

△1,715 △2,013
非積立型制度の退職給付債務 － －
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △1,715 △2,013

退職給付に係る負債 － －
退職給付に係る資産 △1,715 △2,013
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △1,715 △2,013

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（百万円）

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

勤務費用 571 537

利息費用 51 74

期待運用収益 △191 △204

数理計算上の差異の費用処理額 △29 △133

過去勤務費用の費用処理額 － －

確定給付制度に係る退職給付費用 401 274



― 60 ―

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
（百万円）

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

過去勤務費用 － －

数理計算上の差異 △908 △78

合計 △908 △78

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
（百万円）

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

未認識過去勤務費用 － －

未認識数理計算上の差異 △1,163 △1,241

合計 △1,163 △1,241

(7) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

債券 35.7％ 33.7％

株式 25.2％ 22.2％

現金及び預金 2.9％ 2.1％

一般勘定 9.5％ 9.6％

その他 26.7％ 32.4％

合計 100.0％ 100.0％

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

割引率 0.88％ 1.57％

長期期待運用収益率 2.00％ 2.00％

予想昇給率 0.00％ 0.00％
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３．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 8 6

退職給付費用 0 0

退職給付の支払額 △2 △3

制度への拠出額 － －

退職給付に係る負債の期末残高 6 4

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

（百万円）
前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 － －

年金資産 － －

非積立型制度の退職給付債務 6 4

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 6 4

退職給付に係る負債 6 4

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 6 4

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度0百万円 当連結会計年度0百万円

４．確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度115百万円、当連結会計年度112百万円であ

ります。
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：百万円）

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金（注）２ 14 －

貸倒引当金損金算入限度超過額 252 210

賞与引当金損金算入限度超過額 307 277

未払事業税否認 98 123

暫定値引 112 165

退職給付に係る負債損金算入限度超過額 △530 △642

長期未払金 50 51

減損会計評価損 1,400 1,451

独占禁止法関連損失引当金否認 446 459

その他 603 589

繰延税金資産小計 2,756 2,686

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ △14 －

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,287 △1,229

評価性引当額小計（注）１ △1,302 △1,229

繰延税金資産合計 1,453 1,456

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 435 443

その他有価証券評価差額金 11,022 12,042

繰延税金負債合計 11,458 12,485

繰延税金資産の純額
（△は繰延税金負債の純額）

△10,004 △11,029

(注) １．評価性引当額が72百万円減少しております。この減少の主な内容は、貸倒引当金に係る評価性引当額68百万

円の減少等によるものであります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2024年３月31日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) － 2 － － 11 － 14百万円

評価性引当額 － △2 － － △11 － △14 〃

繰延税金資産 － － － － － － － 〃

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
（単位：％）

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

法定実効税率 30.5 30.5

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0 0.9

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.6 △4.5

住民税均等割等 1.0 1.0

欠損子会社の影響額 △0.2 －

連結修正に伴う影響額 3.7 3.7

連結子会社との実効税率差異 1.0 1.0

法人税額の特別控除 △0.5 －

評価性引当額の増減 △3.6 △1.6

その他 △1.3 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0 30.8

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日

以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年４月１日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及

び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5％から31.4％に変更し計算しております。

この変更により、当連結会計年度の繰延税金負債（繰延税金資産の金額を控除した金額）が147百万円増加し、法人

税等調整額が37百万円、その他有価証券評価差額金が173百万円、退職給付調整累計額が10百万円それぞれ減少してお

ります。

(資産除去債務関係)

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）及び当連結会計年度（自 2024年４月１日 至

2025年３月31日）

当社グループは、資産除去債務の計上に関して、重要性の原則及び社内基準を勘案し判断する旨を規定してお

ります。算定結果をもとに重要性が乏しいと判断されたため、記載を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）及び当連結会計年度（自 2024年４月１日 至

2025年３月31日）

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

事業の名称 売上高（百万円）

医薬品等卸販売事業 504,509

その他事業 261

顧客との契約から生じる収益 504,770

外部顧客への売上高 504,770

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

事業の名称 売上高（百万円）

医薬品等卸販売事業 510,222

その他事業 233

顧客との契約から生じる収益 510,456

外部顧客への売上高 510,456

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

① 医薬品等卸販売事業

当社グループの医薬品等卸販売事業において、医療機関や薬局の顧客に対して、医療用医薬品等を販売して

おります。

医療用医薬品の販売については、価格交渉が未妥結のうちに、発注、納品が完了され、暫定的な価格(変動対

価)により売上計上する場合があります。このため、納品後の交渉等による値引きがあり、価格妥結時点におい

て売上高の修正を行う場合があることから、変動対価が含まれております。

変動対価の見積りは、顧客との交渉や取引数量等を踏まえた最頻値による方法を用いて算定しております。

医薬品等の返品については、発生し得ると考えられる予想返金額を過去の返品率を踏まえた上で、期待値に

よる方法を用いて算定し、収益より控除する方法を用いて取引価格を算定しております。この結果、返品に係

る負債を認識し、重要な戻入れが生じない可能性が高い範囲でのみ収益を認識しております。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情

報

①契約資産及び契約負債の残高等

当社グループの契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないた

め、記載を省略しております。また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、前連結会計

年度及び当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。

②残存履行義務に配分した取引価格

当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超え

る重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる

対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは医療用医薬品、一般用医薬品、動物用医薬品、医療機器等の卸販売事業ならびにその他事業を

行っておりますが、卸販売事業を中心としたほぼ単一のセグメントであるため、セグメント情報の記載を省略し

ております。

【関連情報】

１ 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社グループはセグメント情報を記載しておらず、重要性も乏しいため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社グループはセグメント情報を記載しておらず、重要性も乏しいため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当社グループはセグメント情報を記載しておらず、重要性も乏しいため、記載を省略しております。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

至 2025年３月31日)

１株当たり純資産額 4,080.00円 4,249.41円

１株当たり当期純利益金額 153.56円 150.96円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

至 2025年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益金額（百万円） 5,109 5,021

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益金額（百万円）
5,109 5,021

普通株式の期中平均株式数（千株） 33,272 33,266

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 140,123 145,884

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 4,379 4,540

（うち非支配株主持分（百万円）） (4,379) (4,540)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 135,744 141,343

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の

数（千株）
33,270 33,261

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高

（百万円）

当期末残高

（百万円）

平均利率

（％）
返済期限

１年以内に返済予定のリース債務 112 100 － －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 178 92 －
2026年～

2031年

合計 291 193

（注）１．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務

を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

す。

区分
１年超２年以内

（百万円）

２年超３年以内

（百万円）

３年超４年以内

（百万円）

４年超５年以内

（百万円）

リース債務 51 26 9 2

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,568 1,431

預け金 ※1 7,206 ※1 6,766

未収入金 ※1 168 ※1 2

仮払金 23 0

有価証券 1,000 -

短期貸付金 ※1 100 ※1 1,300

1年内回収予定の長期貸付金 ※1 106 ※1 107

貯蔵品 2 3

未収収益 ※1 25 ※1 31

前払費用 9 29

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 10,211 9,673

固定資産

有形固定資産

建物 22 19

構築物 0 0

車両運搬具 3 2

工具、器具及び備品 43 33

土地 1,537 1,537

建設仮勘定 39 224

有形固定資産合計 1,647 1,817

無形固定資産

電話加入権 3 3

ソフトウエア 366 334

ソフトウエア仮勘定 68 495

無形固定資産合計 438 832

投資その他の資産

投資有価証券 4,313 5,687

関係会社株式 53,634 54,096

法人拠出金 2,000 2,000

長期貸付金 ※1 1,882 ※1 1,774

長期前払費用 - 21

敷金 70 70

保険積立金 499 499

前払年金費用 21 27

繰延税金資産 85 125

貸倒引当金 △810 △669

投資損失引当金 - △8

投資その他の資産合計 61,698 63,626

固定資産合計 63,784 66,276

資産合計 73,996 75,949
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(単位：百万円)

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

未払金 ※1 17 ※1 47

未払法人税等 38 137

未払消費税等 10 46

未払費用 ※1 68 ※1 75

預り金 ※1 17,617 ※1 19,011

賞与引当金 24 24

役員賞与引当金 14 11

流動負債合計 17,791 19,353

固定負債

長期預り保証金 100 100

長期未払金 104 104

固定負債合計 204 204

負債合計 17,996 19,557

純資産の部

株主資本

資本金 3,000 3,000

資本剰余金

資本準備金 2,151 2,151

その他資本剰余金 52,759 52,759

資本剰余金合計 54,910 54,910

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,607 2,051

利益剰余金合計 1,607 2,051

自己株式 △3,640 △3,649

株主資本合計 55,877 56,312

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 122 79

評価・換算差額等合計 122 79

純資産合計 56,000 56,391

負債純資産合計 73,996 75,949
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② 【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

売上高 ※1 2,033 ※1 2,448

売上総利益 2,033 2,448

販売費及び一般管理費 ※1,2 1,557 ※1,2 1,724

営業利益 475 723

営業外収益

受取利息 ※1 18 ※1 16

有価証券利息 33 71

受取配当金 ※1 158 ※1 95

受取地代家賃 ※1 170 ※1 178

貸倒引当金戻入額 86 141

その他 ※1 148 ※1 182

営業外収益合計 615 685

営業外費用

支払利息 ※1 28 ※1 62

投資事業組合運用損 0 71

その他 0 0

営業外費用合計 29 134

経常利益 1,062 1,274

特別利益

抱合せ株式消滅差益 ※3 19 -

投資損失引当金戻入額 83 -

特別利益合計 102 -

特別損失

固定資産除却損 0 0

関係会社株式評価損 92 -

投資損失引当金繰入額 - 8

特別損失合計 93 8

税引前当期純利益 1,071 1,266

法人税、住民税及び事業税 22 113

法人税等調整額 4 △21

法人税等合計 27 91

当期純利益 1,044 1,175
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 3,000 2,151 52,759 54,910 1,228

当期変動額

剰余金の配当 △665

当期純利益 1,044

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - 379

当期末残高 3,000 2,151 52,759 54,910 1,607

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等合計

当期首残高 △3,635 55,503 80 80 55,584

当期変動額

剰余金の配当 △665 △665

当期純利益 1,044 1,044

自己株式の取得 △5 △5 △5

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

42 42 42

当期変動額合計 △5 373 42 42 416

当期末残高 △3,640 55,877 122 122 56,000
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当事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 3,000 2,151 52,759 54,910 1,607

当期変動額

剰余金の配当 △731

当期純利益 1,175

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - 443

当期末残高 3,000 2,151 52,759 54,910 2,051

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等合計

当期首残高 △3,640 55,877 122 122 56,000

当期変動額

剰余金の配当 △731 △731

当期純利益 1,175 1,175

自己株式の取得 △8 △8 △8

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△43 △43 △43

当期変動額合計 △8 434 △43 △43 391

当期末残高 △3,649 56,312 79 79 56,391
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

② 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

③ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しておりま

す。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～50年

構築物 ３～50年

工具、器具及び備品 ４～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。

(3)長期前払費用

定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 投資損失引当金

子会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して必要額を計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員（管理職を除く）の賞与支給に充てるため、翌事業年度賞与支給見込額のうち当期負担額（夏季賞与支給

見込額）を計上しております。

(4) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。事業年度末において、年金資産見込額が退職給付債務見込額を超過している場合は、超過額を前払年金費

用として計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定

式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により費

用処理する方法によっております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

４．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業において、主に役務提供の義務を負っております。また

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は顧客に引き渡された時点又は顧客が検収した

時点で収益を認識しております。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれ

らの会計処理の方法と異なっております。
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(重要な会計上の見積り)

（関係会社に対する投融資の評価）

① 当事業年度の財務諸表に計上した金額

（百万円）

前事業年度 当事業年度

関係会社株式 53,634 54,096

貸付金（関係会社） 1,960 3,056

② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

市場価格のない関係会社株式については、当該発行体の純資産に占める持分相当額（実質価額）が帳簿価額

よりも30％以上下落した場合には減損の必要性を検討し、実行可能で合理的な事業計画等に基づき回復可能性

を考慮して、減損処理、あるいは投資損失引当金の計上の要否を検討しております。

また、関係会社に対する貸付金についても、事業計画等に基づく弁済能力を評価して、貸倒引当金の計上の

要否を検討しております。

③ 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

投融資先の取得可能な財務情報、事業計画、事業環境等を基礎として回復可能性を見積っております。

④ 翌事業年度の財務諸表に与える影響

投融資先の業績において実績値が将来の事業計画を下回る場合には、追加の評価損が計上される可能性があ

ります。

(会計方針の変更)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用につきましては、連結財務諸表等の注記事項(会計方

針の変更)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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(貸借対照表関係)

※１ 関係会社項目

関係会社に対する金銭債権、債務

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

短期金銭債権 7,428百万円 8,189百万円

長期金銭債権 1,756 〃 1,652 〃

短期金銭債務 17,514 〃 18,945 〃

２ 偶発債務

次の関係会社について、仕入債務等に対し債務保証を行っております。

前事業年度

(2024年３月31日)

当事業年度

(2025年３月31日)

㈱リードヘルスケア 67百万円 ㈱リードヘルスケア 109百万円

(損益計算書関係)

※１ 関係会社との取引高

前事業年度

(自 2023年４月１日

至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

至 2025年３月31日)

営業取引（収入分） 2,033百万円 2,448百万円

営業取引以外の取引（収入分） 253 〃 186 〃

営業取引以外の取引（支出分） △132 〃 79 〃

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

報酬及び給料手当 638百万円 601百万円

福利厚生費 149 〃 156 〃

賞与引当金繰入額 1 〃 △0 〃

役員賞与引当金繰入額 △3 〃 △2 〃

不動産賃借料 128 〃 131 〃

退職給付費用 21 〃 17 〃

減価償却費 83 〃 116 〃

システム関連費 247 〃 378 〃

おおよその割合

販売費 0％ 0％

一般管理費 100％ 100％

※３ 抱合せ株式消滅差益

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

2024年２月１日に子会社である株式会社けやきを吸収合併したことに伴い計上したものであります。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式53,155百万円、関連会社株式478百万

円、当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式53,618百万円、関連会社株式478百万円）は、市場価格がないことか

ら、時価及び時価との差額は記載しておりません。
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

前事業年度

(2024年３月31日)

当事業年度

(2025年３月31日)

繰延税金資産

貸倒引当金（流動） 0 0

賞与引当金 7 7

未払事業税 9 13

貸倒引当金（固定） 247 210

前払年金費用 △6 △8

長期未払金 31 32

投資有価証券評価損 110 113

減損会計評価損 344 354

投資損失引当金 － 2

その他 1 1

繰延税金資産小計 745 727

評価性引当額 △605 △565

繰延税金資産合計 139 161

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 53 36

繰延税金負債合計 53 36

繰延税金資産純額 85 125

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

（単位：％）

前事業年度

(2024年３月31日)

当事業年度

(2025年３月31日)

法定実効税率 30.5 30.5

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9 0.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △23.6 △19.3

住民税均等割 0.5 0.4

役員賞与引当金 △0.1 △0.1

役員賞与 0.4 0.3

評価性引当額の増減額 △4.8 △4.4

賃上げ促進税制による税額控除 △0.3 －

その他 △1.0 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.5 7.2

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日

以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰

延税金負債については、法定実効税率を30.5％から31.4％に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債の金額を控除した金額）が２百万円増加し、法人税等

調整額が３百万円、その他有価証券評価差額金が１百万円それぞれ減少しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄
株式数

（株）

貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券 その他有価証券

杏林製薬㈱ 100,000 150

第一生命ホールディングス㈱ 121,200 137

㈱ケアルプラス 28 1

インフロニア・ホールディングス㈱種類

株式
102,600 475

㈱LinDo 2,000 200

計 325,828 963

【債券】

銘柄
券面総額

（百万円）

貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券
満期保有目的の
債券

クレジットリンク債 500 500

クレジットリンク債 200 200

クレジットリンク債 500 500

クレジットリンク債 500 500

クレジットリンク債 100 100

ユーロ円建ステップアップ債 100 100

カイリミテッドシリーズ 500 500

ハイブリッド社債 500 500

無担保永久社債 300 300

無担保社債 100 100

劣後債 100 100

計 3,400 3,400

【その他】

種類及び銘柄
投資口数等

（口）

貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券 その他有価証券

(投資事業有限責任組合等)

大分ＶＣサクセスファンド
3 16

(投資事業有限責任組合等)

MIJBG2リミテッドパートナーシップ
1 924

ファストトラックイニシアティブ 10 13

(外国投資信託)

ソーゾーベンチャーズファンド
30,000 369

計 30,014 1,323
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【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却

累計額

有形

固定資産

建物 22 0 － 3 19 92

構築物 0 － － 0 0 3

車両運搬具 3 － － 1 2 5

工具、器具及び備品 43 1 0 11 33 365

土地 1,537 － － － 1,537 －

建設仮勘定 39 229 44 － 224 －

計 1,647 230 44 16 1,817 466

無形

固定資産

電話加入権 3 － － － 3

ソフトウエア 366 66 － 99 334

ソフトウエア仮勘定 68 441 15 － 495

計 438 508 15 99 832

（注）当期増加額の主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア グループ債権債務システム 35百万円

【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 810 24 165 669

投資損失引当金 － 8 － 8

賞与引当金 24 24 24 24

役員賞与引当金 14 11 14 11

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 毎年４月１日から３ヶ月以内

基準日 毎年３月31日

株券の種類 株券不発行制度導入（2020年６月19日定時株主総会決議）

剰余金の配当の基準日 毎年３月31日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え

取扱場所
東京都杉並区和泉二丁目８番４号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 該当事項はありません。

単元未満株式の買取り

取扱場所
東京都杉並区和泉二丁目８番４号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

買取手数料 無料

公告掲載方法 官報に掲載を行う。

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）１．当社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は取締役会の承認を受けなければなりません。

２．当社の定款第９条に基づき。単元未満株主は、その有する単元未満株式について次の権利以外の権利を行使

することができないことを規定しております。

①会社法第189条第２項各号に掲げる権利

②会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

③株主の有する株式等に応じて募集株式及び募集新株予約券の割当を受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

該当事項はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第16期）(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 2024年６月28日九州財務局長に提出。

(2) 有価証券報告書の訂正報告書

訂正報告書（上記（1）有価証券報告書の訂正報告書） 2024年９月６日九州財務局長に提出。

(3) 半期報告書

（第17期中）(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) 2024年12月23日九州財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

2025年６月16日

株式会社フォレストホールディングス

取締役会 御中

貞 閑 公 認 会 計 士 共 同 事 務 所

大分県大分市

公認会計士 川 野 嘉 久

公認会計士 染 矢 尭 志

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社フォレストホールディングスの2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社フォレストホールディングス及び連結子会社の2025年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私

たちの責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に

関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして

いる。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、私たちは、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

関係会社に対する投融資の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

株式会社フォレストホールディングスグループは、販路
の拡充、あるいは、事業創生等のため、関連事業に投融資
を行っている。
これにより、連結財務諸表の注記事項（重要な会計上の見

積り）に記載されているとおり、非連結子会社及び関連会社
（以下「関係会社」という。）に対する株式を4,350百万円
及び貸付金2,356百万円を連結貸借対照表に計上している。

市場価格のない関係会社株式については、当該発行体の純
資産に占める持分相当額（実質価額）が帳簿価額よりも30％
以上下落した場合には減損の必要性を検討し、実行可能で合
理的な事業計画等に基づき回復可能性を考慮して、減損処
理、あるいは投資損失引当金の計上の要否を検討している。

また、関係会社に対する貸付金についても事業計画等に基
づく弁済能力を評価して貸倒引当金の計上の要否を検討して
いる。

関係会社に対する投融資の評価に当たって、将来の事業計
画等には経営環境による不確実性が伴い、一定の仮定に基づ
くこと、また、その際には経営者の判断に大きく影響を受け
ることから、私たちは当該事項を監査上の主要な検討事項に
該当するものと判断した。

私たちは、関係会社に対する投融資の評価を検討するに
当たり、主に以下の監査手続を実施した。
・市場価格のない関係会社株式の評価に当たっては、作成
された評価資料が正しく作成されているかについて、関係
会社の決算書を入手し当該資料と照合した。
・下落率の算定資料が正しく計算されているかについて、
下落率の再計算を実施した。また、当該手続を通じて、減
損すべき株式の漏れがないか検討した。
・経営者への質問、取締役会の議事録や稟議書を閲覧する
などして、実質価額に影響を及ぼすあるいは将来及ぼし得
る事象等の有無を把握した。
・実質価額が帳簿価額よりも30％以上下落した関係会社株
式については、業績における実績値と計画値との乖離度
（過年度を含む）の把握、乖離の原因について経営者へ質
問を行い、回復可能性の有無を評価した。
・投資先の将来予測を含む事業計画については、計画を達
成するために立案した施策が、実行可能で合理的なもので
あるかを検討した。
・貸付金については、事業計画の実現可能性を評価すると
ともに、月次の回収資料や稟議書等の閲覧により、回収の
履行状況の変化や条件変更等が評価に反映されていること
を確かめた。また、実質的な財務内容を評価し、返済の可
能性を検討した。
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独占禁止法関連損失引当金の見積りの妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

株式会社フォレストホールディングスの当連結会計年度の
連結貸借対照表において、独占禁止法関連損失引当金1,463
百万円が計上されている。

注記事項「（重要な会計上の見積り）独占禁止法関連損失
引当金」に記載のとおり、連結子会社である株式会社アステ
ムにおける独占禁止法違反に係る将来発生の可能性がある支
払に備えるため、契約条項に定められた違約金割合等を基礎
として独占禁止法関連損失引当金を計上している。

当該引当金には契約先の意向による不確実性が含まれてお
り、その予測に関して経営者の重要な判断を必要とする。

そのため、独占禁止法関連損失引当金の見積りの妥当性
が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要で
あることから、私たちは当該事項を監査上の主要な検討事項
に該当するものと判断した。

私たちは、独占禁止法関連損失引当金の見積りの妥当性
を検討するため、以下の手続を実施した。
(1) 内部統制の評価

株式会社フォレストホールディングス及び株式会社アス
テムの関連部門での協議内容を確認し、引当金の計上額及
び見直しの要否に関する内部統制の整備状況及び運用状況
の有効性を評価した。
(2) 独占禁止法関連損失引当金の見積りの妥当性の評価
・社外弁護士の見解の合理性を検討し、株式会社フォレス
トホールディングス及び株式会社アステムの判断及び見
積り方法との整合性を評価した。

・経営者及び関連部門に質問を行い、見積りを前提とした
仮定に変更がないことを確認した。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

私たちの連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

連結財務諸表又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する

ことが求められている。

その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
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表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞

私たちに対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状

況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

2025年６月16日

株式会社フォレストホールディングス

取締役会 御中

貞 閑 公 認 会 計 士 共 同 事 務 所

大分県大分市

公認会計士 川 野 嘉 久

公認会計士 染 矢 尭 志

＜財務諸表監査＞

監査意見

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社フォレストホールディングスの2024年４月１日から2025年３月31日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。

私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フ

ォレストホールディングスの2025年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私

たちの責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関す

る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、私たちは、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

関係会社に対する投融資の評価

財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「関係会社に対する投融資の評価」は、連結財務諸

表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「関係会社に対する投融資の評価」と実質的に同一の内

容である。このため、財務諸表の監査報告書ではこれに関する記載を省略する。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

私たちの財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務

諸表又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相

違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する

ことが求められている。

その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。



― 86 ―

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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